
月　  日 曜 日 会　  議  　名 開議時刻 摘　   　　要

６月３日 水 本　　会　　議 　１０時
開会・議案上程・

提案説明

４日 木 　 　　 考　 査 　日

５日 金 　 考 　査 　日

６日 土 閉 　　 庁

７日 日 閉　 　 庁

８日 月 本　　会　　議 １３時 一 般 質 問

９日 火 本　　会　　議 １３時 一 般 質 問

１０日 水 本　　会　　議 １０時 議 案 質 疑

１１日 木

１２日 金 総務文教委員会 ９時 付託事件審査

１３日 土 閉　 　 庁
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１５日 月 予　　備　　日

１６日 火 本　　会　　議 　１０時 審査報告・閉会

※　一般質問が１日で終了した場合、２日目は休会となります。
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令和８年 第５回 鞍手町議会定例会議事日程 

 

６月３日 午前１０時開議 

 

第１号 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

日程第２ 会期の決定 

日程第３ 議案第37号 鞍手町長等、職員、議長及び議員のハラスメント防止等に関する条例 

日程第４ 議案第38号 令和８年度鞍手町一般会計補正予算（第１号） 

日程第５ 議案第39号 財産の取得 

日程第６ 議案第40号 鞍手町くらじふれあいアリーナ大規模改修事業設計・施工請負契約の 

           締結 
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令和８年６月３日  ６月定例会を開会した。  

 

～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

―― 開議 １０時００分 ―― 

 

○的野信之議長 

ただ今から、令和８年第５回鞍手町議会定例会を開会します。 

町長より行政報告の申し出があっていますので、これを許可します。 

○岡崎邦博町長 

議長より、行政報告のお許しを頂きましたので、宮若市外二町じん芥処理施設組合におけるごみ処

理施設整備の経過について、ご報告を申し上げます。 

昨年度、既存建屋を活用したごみ焼却施設の更新について、国への要望を継続してまいりました。

その結果、使用済み紙おむつリサイクル及び廃食用油リサイクル等の取り組みも評価されたことから、

「設備の設置に必要な建築物」に該当する部分について交付率２／５を交付する項目が拡充されるこ

ととなりました。これにより、改修を実施する既存建屋部分が新たに補助金交付の対象に含まれるこ

ととなりました。 

続きまして、使用済紙おむつリサイクル事業について、昨年度実施しました「使用済紙おむつのリ

サイクルに関する調査業務」において、リサイクルニーズがあることが確認できましたので、正副組

合長においてこの事業を進めることを確認し、トータルケア・システム株式会社と連携して、令和１

４年度に安定した紙おむつリサイクルが開始できるよう、施設整備を含めて取り組むこととしており

ます。  

今後の事業展開につきましては、実施主体を宮若市外二町じん芥処理施設組合とし、整備候補地に

関しては、トータルケア・システム株式会社の意向も踏まえ、小竹町の遊休地の活用を基本として検

討してまいります。  

今後の、施設運営及び施設整備について、より円滑に進めていくよう尽力いたしますので、議員各

位並びに住民のみなさまのご理解とご協力をお願いいたします。  

以上で行政報告を終わります。 

○的野信之議長 

以上で行政報告を終わります。 

まず、町長より提出されております「令和７年度 鞍手町 一般会計繰越明許費繰越計算書」「令和

７年度鞍手町かんがい施設維持管理運営費特別会計繰越明許費繰越計算書」「第３期鞍手町地域福祉

計画」「鞍手町こども計画」及び監査より提出されております「例月 現金出納検査報告書」を送信し

ていますので、ご確認下さい。 

これより日程に入ります。日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は、会議

規則第１２５条の規定により、議長において、８番議員 石井大輔議員及び９番議員 許斐潤一郎議員

を指名します。 

次に、日程第２ 会期の決定を議題とします。今期、定例会の会期は、本日から６月１６日までの



2 

 

１４日間にしたいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

ご異議なしと認めます。よって、会期は本日から６月１６日までの１４日間に決定しました。 

次に進みます。日程第３、議案第３７号を議題とします。提案理由の説明を求めます。町長。 

○岡崎邦博町長 

日程第３ 議案第３７号につきまして、提案説明を申し上げます。  

日程第３ 議案第３７号は、鞍手町長等、職員、議長及び議員のハラスメント防止等に関する条例

であります。  

本議案は、職場におけるハラスメントの防止及び排除のための措置、その被害者への配慮並びにハ

ラスメントに起因する問題に適切な対応を行うことにより、町長等、職員、議長及び議員が身分、職

位及び職責にかかわらず、互いに信頼し、人権を尊重することで、それぞれの能力を発揮することが

できる良好な職場環境を確立するため、条例を制定するものであります。  

以上が、日程第３ 議案第３７号の提案説明であります。 ご審議の上、ご協賛のほど、よろしくお

願いいたします。 

○的野信之議長 

本案に対する質疑は後日行います。  

次に、日程第４ 議案第３８号を議題とします。提案理由の説明を求めます。町長。 

○岡崎邦博町長 

日程第４ 議案第３８号につきまして、提案説明を申し上げます。  

日程第４ 議案第３８号は、令和８年度鞍手町一般会計補正予算第１号であります。  

本補正予算の主なものを申し上げますと、歳出では、２款 総務費で、コミュニティ助成事業費に

おいて、申請事業が不採択となったことから、２５０万円を減額しております。  

また、基幹システム管理費において、コンビニ交付を行っている「戸籍の附票の写し」に「旧

氏」及び「旧氏の振り仮名」を表示するためにシステムの改修が必要なことなどから、システム改

修等業務委託料として、４１７万５千円を追加しております。  

次に、３款 民生費では、障害者福祉総務費において、医療費助成に係るオンライン資格確認シス

テムの改修費用として、１３３万１千円を追加しております。  

また、障害者自立支援医療費において、くらて病院が更生医療の取扱いを再開したことによる関

連費用として、９２７万円を追加しております。  

さらに、障害者在宅支援事業費において、在宅の人工呼吸器使用者が災害時に電源を喪失すると

生命に危険が及ぶことから、災害時における非常用電源の確保を推進するため、在宅人工呼吸器使

用者非常用電源導入助成事業給付費として、２６万円を追加しております。  

次に、６款 農林水産業費では、水田農業ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）推進事業に係

る県の補助事業について、採択される見込みがあることから、水田農業担い手機械導入支援事業から
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事業を組み換えたことにより、水田農業担い手機械導入支援事業費において、２，９５５万４千円を

減額し、また、水田農業ＤＸ推進事業費において、２，９８８万２千円を追加しております。  

また、畜産の収益性、持続性、社会的価値を高めるために必要な施設整備や機械導入等を支援する

ため、畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業費において、県の補助事業について、採択される見

込みがあることから、２億１，２６９万円を追加しております。  

さらに、用排水路維持補修費において、水路浚渫時に生じる残土の処分単価の増加が見込まれるこ

と及び室木地区の岩河内において水路浚渫工事が必要なことから、工事費として、６９７万円を追加

しております。  

次に、１０款 教育費では、中学校教育振興費において、ふくおか学力アップ推進事業に係る県の補

助事業について、採択される見込みがあることから、その関連費用として、５２万８千円を追加して

おります。  

一方、歳入では、歳出予算の補正に関連して、１５款 国庫支出金や１６款 県支出金、２１款 諸収

入で所要の補正を行っております。  

そして、これらの要因により生じた財源不足額１，４５１万５千円を財政調整基金から繰り入れる

ことにより、歳入歳出予算を調製しております。  

その結果、歳入歳出それぞれ ２億３，４１３万３千円を追加し、予算総額を歳入歳出それぞれ １

２８億２，８６９万９千円としております。  

以上が、日程第４ 議案第３８号の提案説明であります。ご審議の上、ご協賛のほど、よろしくお願

いいたします。  

○的野信之議長 

本案に対する質疑は後日行います。 

次に、日程第５ 議案第３９号から日程第６ 議案第４０号までの２件を一括して議題とします。 

提案理由の説明を求めます。町長。 

○岡崎邦博町長 

日程第５ 議案第３９号及び日程第６ 議案第４０号までの２件につきまして、一括して提案説明

を申し上げます。 

日程第５ 議案第３９号は、財産の取得であります。  

本議案は、鞍手町消防団第２分団消防ポンプ自動車を取得するため、議会の議決に付すべき契約及

び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定により、議会の議決を求めるものであります。  

なお、別紙で消防ポンプ自動車の外観例及び主な仕様を、次に、参考資料として装備品及び付属品

の一覧を添付しておりますので、ご参照ください。  

また、提案にあたりましては、去る５月１５日に指名競争入札を実施し、５月２１日付で仮契約を

締結しておりますことを申し添えます。  

 次に、日程第６ 議案第４０号は、鞍手町くらじふれあいアリーナ大規模改修事業設計・施工請負

契約の締結であります。   

 本議案は、鞍手町くらじふれあいアリーナ大規模改修事業設計・施工請負契約を締結するため、議

会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により、議会の議決を求
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めるものであります。  

なお、参考資料として事業概要等を添付しておりますので、ご参照ください。  

また、提案にあたりましては、去る５月２０日に公募型による設計・施工一括発注プロポーザルを

実施し、５月２５日付で仮契約を締結しておりますことを申し添えます。  

以上が、日程第５ 議案第３９号及び日程第６ 議案第４０号の提案説明であります。ご審議の上、ご

協賛のほど、よろしくお願いいたします。 

○的野信之議長 

本案に対する質疑は後日行います。 

この際、休会についてお諮りします。明日４日から７日までの４日間を休会にしたいと思います。 

ご異議ありませんか。 

 

（異議ないとき） 

 

ご異議なしと認めます。よって明日４日から７日までの４日間を休会とすることに決定しました。 

以上をもって本日の日程は全部終了しました。本日はこれをもって散会します。 

 

 

―― 閉会１０時１５分 ―― 

～～～～～～～～○～～～～～～～～ 



職務出席
議 会 事 務
局 長

長 浦 良
議会事務局

次 長
寺 本 理 恵

町 長 岡 崎 邦 博 副 町 長 折 尾 敬 敏

教 育 長 外 園 哲 也
まちづくり

課 長
小 長 光 弘 平

管 財 課 長 小 野 泰 三
税 務 保 険
課 長

芝 野 英 和

住 民 環 境
課 長

石 田 克
福 祉 人 権
課 長

田 鶴 竜 二

健康こども
課 長

沼 野 葉 子 産業振興課長兼農業
委 員 会 事 務 局 長 大 村 俊 夫

議席
番号

議席
番号

都 市 整 備
課 長

神 谷 徹 会 計 課 長 坂 田 あ ゆ み

１ １１
上 下 水 道
課 長

西 生 卓 矢 教 育 課 長 森 永 健 一

２ １２

出席 13人 ４ 宇 田 川 亮 10/30分

８ 石 井 大 輔 11/30分

欠席 0人 １２ 西 藤 典 子 23/30分

欠員 0人 ２ 田 中 二 三 輝 19/30分

９ 議事日程

１０  付議事件

８ ９ 会議経過

午後　１時４３分 ～ 午後２時１４分

※一般質問
は答弁時間
を除き30分
以内

午後　２時１５分 ～ 午後２時２３分休　憩
６

午後　１時２４分 ～ 午後１時４２分

令和8年6月8日

令和8年6月8日

１３ 篠 原 哲 哉 出

野 口 美 恵 子

８ 石 井 大 輔 出

７ 的 野 信 之 出

別　紙　の　と　お　り

別　紙　の　と　お　り

別　紙　の　と　お　り

地方自治法

第121条

により説明

出席者の

職氏名

質問時間

午後　２時２４分 ～ 午後２時５２分

議席番号

出

有 働 徳 仁

出

出
午後　１時０１分 ～ 午後１時２３分

栗 田 美 和

出

氏　　　名 経過時間

会議録署名議員 石 井 大 輔 許 斐 潤 一 郎

出

出

許 斐 潤 一 郎 出

出席及び

欠席議員

氏　　　名
出欠
の別

氏　　　名

許 斐 英 幸 出

出欠
の別

令和８年度鞍手町議会第５回定例会会議録 （第２号）

招集場所 鞍 手 町 役 場 議 事 堂

開閉会

日時及び宣告

開　　会　　開　　議 議　　長

午後１時００分 的 野 信 之

閉　　会　　開　　議

的 野 信 之

出

出

出

出

出

星 正 彦

田 中 二 三 輝 西 藤 典 子

出

出

議　　長

３

４ 宇 田 川 亮
一般質問

質問者

及び時間

出

午後２時５３分

新 谷 留 晴

５

出

出

出

出

出

出

出

出

出

出



令和８年 第５回 鞍手町議会定例会議事日程 

 

                   ６月８日 午後１時開議 

 

第２号 

日程第１  一 般 質 問 

 



1 

 

令和８年６月８日  ６月定例会一般質問。  

 

～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

―― 開議 １３時００分 ―― 

 

○的野信之議長  

これから本日の会議を開きます。これより日程に入ります。日程はお手元に送信している通りです。

日程第１、一般質問を行います。質問は通告一覧表の順序により行います。なお、質問にあたっては、

通告事項に従い簡明に、また、答弁にあたっては的確なる答弁をお願いします。 

最初に、４番議員宇田川亮議員の質問を許可します。宇田川議員。 

 

 

 

質問者：宇田川 亮議員 

答弁者：町長、副町長、まちづくり課長 

 

○４番（宇田川 亮議員）  

通告に従いまして、２点について質問をいたします。 

１点目は、大雨災害に備えて、町の対応などについて、お尋ねをいたします。 

先日、福岡県も梅雨入りしましたが、鞍手町における浸水被害は梅雨時期だけに限りません。台風

やゲリラ豪雨でもある程度同じ場所で浸水が起こっています。 

町としてこういった時、どういった対応を取られているのか、各地域の自主防災組織との連携も含

めて、まずお答えください。 

○的野信之議長 町長。 

○岡崎邦博町長 

この件につきましては、担当課長に答弁させます。 

○小長光弘平まちづくり課長 

まず、始めに、町の対応に関してご説明させていただきます。 

大雨災害時の対応につきましては、気象台から発表される防災気象情報に基づき、災害に対応する

職員の配備体制を段階的に引き上げていくこととしております。 

具体的には、災害の発生が予想され、警戒を必要とする段階になれば、注意配備から第一配備へ配

備体制を引き上げ、町内の警戒にあたります。この段階では、過去に冠水した箇所を中心に、町内を

巡回するとともに、冠水を確認した場合には、速やかに通行止め等の交通規制を行うなど、必要に応

じた初動活動を行うこととしております。 

また、自主防災組織との連携につきましては、高齢者等避難情報を発令する段階で、町内すべての

自主防災組織の代表者である区長の皆様に避難情報を発令する旨を電話で連絡し、特に避難に時間を

要する方などへの避難の呼びかけについてご協力をいただいているところです。 

一般質問 ①  宇田川 亮 議員 
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さらに、災害発生後の被災状況の確認、それと町への報告につきましても、区長の皆様にご協力い

ただいており、迅速な被害状況の把握に努めているところでございます。 

加えまして、個別の区の取り組みでございますが、中山北区自主防災組織におきましては、道路冠

水の際に家屋や車両等の浸水被害を未然に防ぐため、現地確認や冠水被害の交通規制を行っていただ

くなど、行政のみでは対応が難しい初動活動にもご協力をいただいているところでございます。 

いずれにしましても、自主防災組織との連携は大雨災害時における迅速な初動対応や被害の軽減を

図る上で大変重要であると認識しております。 

今後も地域と行政が一体となった防災体制の強化に努めてまいりたいと考えております。 

○的野信之議長 宇田川議員。 

○４番（宇田川 亮議員） 

対応は聞きましたけれども、時間帯とか曜日によってもだいぶ変わってくると思うのですよね。と

いうのは平日の通常の時間帯、それから夜間、休みの日、連休等々いろいろあると思うのですけれど

も、昨年が確か連休の時に冠水したと、北区と南区の間、なかなかその初動体制というのが、連絡を

役所の方に入れても、それから１時間近く経ってじゃないと対応ができなかったといったようなこと

もあったわけですけども、その点について認識はされているのでしょうか。 

今後そういったものが認識されてあるとすれば、今後どういうふうにされていくのかというのを教

えてください。 

○的野信之議長 町長。 

○岡崎邦博町長 

今回、水防計画におきまして、配備体制を改めました。それによりまして、今までは第１配備から

第２配備の間で、１、５配備というような形で配備をしておりましたけども、それを改めまして配備

体制を考えております。 

先ほど議員からのご指摘のこともありまして、より迅速な体制をとって、今後、水害におきまして、

またあらゆる災害におきまして、配備を考えていこうというふうに思っております。 

○的野信之議長 宇田川議員。 

○４番（宇田川 亮議員） 

ただ自主防に任せきりにするようなことは絶対やめていただきたい。やっぱり役場が責任を持って

対応して、自主防との連携を図っていくと。冠水したり、それから水が引いていく時もあるわけです

よね。そしたら、それを外したりとか、通行止めを解除したり、またすぐ雨が降り冠水したら、また

通行止めのということもあるわけなので、そういった連携をきちっと密に取れるような体制を、特に

冠水するような箇所の自主防との連携については、必ずそこは密にやっていただきたいというふうに

思いますけど、もう１度答弁をお願いします。 

○的野信之議長 町長。 

○岡崎邦博町長 

今、議員ご指摘の通り、鞍手町におきましては、冠水する箇所というのがあらかじめ特定できると

ころもあります。そういったところにつきましては、自主防災組織、そしてまた場合によっては消防

団の方にもご協力をいただきながら対応をしていきたいというふうに考えております。 
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○的野信之議長 宇田川議員。 

○４番（宇田川 亮議員） 

今後、先ほども言いましたけども、梅雨だけじゃありませんし、台風も早めに来ているような状況

もあります。ましてやゲリラ豪雨、線状降水帯等々ありますので、そこはまめに対応を取っていただ

きたいということを再度申し上げておきます。 

次に、災害救助法の適用に対する認識についてと積極的活用についてお尋ねをいたします。 

災害救助法施行令第１条１項４号は、多数の者が生命または身体に危害を受けまたは受けるおそれ

が生じた場合、都道府県が人的被害のおそれがあると判断した際、被害の状況が判明しなくても災害

救助法を適用することができるというふうになっております。このことについて、町の認識とこれま

での対応、今後の積極的活用についてお答えください。 

○的野信之議長 町長。 

○岡崎邦博町長 

この件につきましては、担当課長に答弁させます。 

○小長光弘平まちづくり課長 

災害救助法につきまして、お答えさせていただきます。 

はじめに、災害救助法の概要についてご説明いたします。災害救助法は、災害により被害を受けら

れた方々に対し、応急的に必要な救助を行い、被災者の保護と生活の安定を図るための重要な制度で

あると認識しております。 

法に基づく救助は都道府県知事が実施主体となり、避難所の設置、食料、飲料水、生活必需品の供

給、住宅の応急修理などの支援を受けることができるようになります。また、救助に要する費用は都

道府県と国が負担する仕組みとなっております。 

本件の適用に関しての内容についてお答えさせていただきますが、この災害救助法の適用につきま

しては、都道府県知事が市町村ごとの区域を定めて決定することになっております。 

福岡県におきましては、先ほど議員の方から言われました４号の適用の基準について、昨年、令和

７年９月３０日にその対応の方針を変更しております。 

従来は県が市町村の被害状況等を確認し、その内容を踏まえて法適用を判断するという運用になっ

ておりましたが、変更後は一定の要件を満たす市町村は原則として適用するということとされており

ます。 

具体的な要件としましては、県および市町村に災害対策本部が設置されていること、このことを前

提といたしまして、床上浸水以上の被害が１軒以上あること、または避難情報の発令後に避難所に実

際に避難者がいること、このいずれかの要件を満たした場合には、原則として災害救助法が適用され

ることとなります。 

県の対応方針の変更により、今後は災害発生時における法適用の迅速化が図られますので、本町と

いたしましても、被害状況や避難所の開設、避難者の状況などを速やかに把握いたしまして、県との

情報共有を迅速かつ的確に行うことで、速やかに災害救助法の適用が受けることができるというふう

に認識しております。 

○的野信之議長 宇田川議員。 
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○４番（宇田川 亮議員） 

２０２３年８月３１日に内閣府が事務連絡で示している中身についてはご存知でしょうか。まず分

かりますか。ちょっと教えてください。 

○的野信之議長 まちづくり課長。 

○小長光弘平まちづくり課長 

申し訳ありません。内閣府の通知については承知しておりません。 

○的野信之議長 宇田川議員。 

○４番（宇田川 亮議員） 

先ほど言われました県のその適用に関する基準といいますか、方針が変更されたと言われていまし

たけれども、それの１つに、浸水、床上浸水が１軒以上確認されないといけないみたいな話でしたけ

ども、内閣府の通達では違います。そういった事実はありません。災害が広がっている時に、そうい

った確認がなかなかできない状況もあるわけで、その住家被害が発生する蓋然性が高いというだけで、

災害救助法の適用を検討すべきと内閣府は通達の事務連絡で言っているわけですよ。とすれば、福岡

県の対応もちょっとおかしいですよね。だから、床上浸水の確認、そういう被害が出るかもしれない、

そういう恐れがあるということで、適用を急ぐ必要がある。 

他の地域、熊本県とかも多分違うと思いますよ。内閣府の事務連絡も確認していただきながら、そ

の辺の対応をもっと積極的に、災害救助法の適用についてはお願いしたいというふうに思いますけど、

もう一度答弁をお願いします。 

○的野信之議長 町長。 

○岡崎邦博町長 

福岡県の対応としては先ほど課長が申したとおりでございます。しかしながら、今、議員からのご

指摘がありました内閣府の通達については承知をしておりませんでしたので、その通知をもう一度精

査し、今後の対応に結び付けていきたいというふうに思います。 

○的野信之議長 宇田川議員。 

○４番（宇田川 亮議員） 

昨年８月に豪雨災害がありましたけれども、町として床上浸水等があったのか、今、分かれば教え

ていただきたいと思います。 

○的野信之議長 まちづくり課長。 

○小長光弘平まちづくり課長 

昨年度８月の大雨についてお答えいたします。床上浸水は０件でございません。床下浸水に関しま

しては１４件ということで報告が上がってきております。 

○的野信之議長 宇田川議員。 

○４番（宇田川 亮議員） 

西日本新聞にありますけれども、昨年の８月９日から１１日の大雨の際に、適用したのが福津市の

みだったということでした。 

別の近隣の市ですけれども、そこでは床上浸水したけれども、その被害を受けられた方が、災害救

助法を適用されてなかったために自腹で修理をしたと。他と対応が違うということで憤っているとい
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うような記事も載せられております。 

そういったこともないように、そういう恐れがあることを、繰り返しになりますけども、内閣府の

事務連絡も精査しながら、ぜひやっていただきたい。最後にもう一度町長の答弁をお願いします。 

○的野信之議長 町長。 

○岡崎邦博町長 

先ほども言いましたように、内閣府の事務連絡をもう一度精査しまして、今後の対応に結び付けて

いきたいというふうに考えております。 

○的野信之議長 宇田川議員。 

○４番（宇田川 亮議員） 

よろしくお願いします。次に２点目の質問です。 

米国とイスラエルによるイランへの軍事攻撃は、国連憲章を踏みにじる重大な国際法違反です。こ

のことが引き金となり、ホルムズ海峡の事実上の封鎖という日本経済と国民生活にとって重大な事態

が継続しています。 

建設業界では仕事の依頼があっても資材がなくて仕事ができないといったことや、医療機関では手

袋をはじめ、医療資材の在庫が数日分しかない、しかも大幅な物価高騰になっているなどの声も聞か

れます。 

このままでは、建設業者や中小業者、医療機関や介護事業所も、資材の値上がりや供給制限、受注

停止などにより経営が圧迫され、コロナ禍以上の災害級の苦境に立たされており、政府や地方自治体

に経営危機打開の実効ある支援策を早急に実施することが求められています。 

町として、医療機関や建設業界、町民生活に欠かせない分野での影響をどういうふうに把握してあ

るのか、お尋ねをいたします。 

○的野信之議長 町長。 

○岡崎邦博町長 

中東情勢の緊迫化に伴う石油化学製品の基礎原料であるナフサ不足により様々な分野で影響が生

じているとの報道がなされております。 

医療分野では、先ほど議員がご指摘されました医療用手袋や注射器、点滴バッグなどの不足や値上

げによる病院経営の影響が懸念されております。 

町内の医療機関では医療用資材の在庫があるため、医療の提供自体に影響は出ていないものの、医

療用手袋等の資材が手に入りにくくなる状況であるとの認識もあります。 

建設分野では、断熱材や塗料、塩ビ管などの調達遅延や価格高騰により工期への影響が懸念されて

いる状況ではあります。 

本町発注済みの土木工事や水道工事、学校建設工事におきましては、現時点では工期の遅れ等が発

生していないことを確認しております。 

また、生活関連分野では、食品トレイやポリ袋等の日用品が値上がりすることや品薄となることが

懸念されており、町民生活に少なからず影響があるものというふうに考えております。 

○的野信之議長 宇田川議員。 

○４番（宇田川 亮議員） 
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町が発注する事業、今、町長も答えられましたけれども、または町民サービス、ここではごみ袋の

ことも入れていますけれども、いくつかの自治体ではごみ袋が足りない、ナフサ不足によりとかいう

ようなお話も聞きます。 

それも含めて、町の財政、それから資材不足での影響もあっていると思いますけども、できれば詳

細に町の財政等についても教えていただきたいと思います。 

○的野信之議長 町長。 

○岡崎邦博町長 

ごみ袋の供給の件につきましては、担当課長に答弁をさせます。町財政の影響の件につきましては、

副町長に答弁をさせます。 

○的野信之議長 住民環境課長。 

○石田克住民環境課長 

令和８年度に使用する鞍手町指定ごみ袋につきましては、必要枚数の製造契約を令和８年４月１日

にすでに契約を締結しており、現在、計画通りに進んでおります。 

物価高騰による契約変更および資材不足による製造の遅延について、契約の相手方に確認をいたし

ましたが、契約変更および製造に関する遅延はないとの回答をいただいております。 

町といたしましては、令和８年度に必要となるごみ袋の確保はできているというふうに考えており

ます。 

○的野信之議長 副町長。 

○折尾敬敏副町長 

町財政の影響につきましては、本町発注済みの工事において、今回の中東情勢の緊迫化に伴うナフ

サ不足の影響による契約金額の変更は現時点ではございませんので、新たな予算措置を必要とすると

いった状況は生じておりません。ただ、今後発注する工事につきましては、影響が出てくる可能性も

考えられます。 

○的野信之議長 宇田川議員。 

○４番（宇田川 亮議員） 

現在、影響は出てないということですけれども、業者は影響出ていると思うのです。いろんな業種

がありますけれど、やはりナフサ不足、高市総理は目詰まりだとかいうことを言っていますけれども、

それにしても価格も高騰していますし、シンナーをネットで頼もうとしたら１万円だったのが２０何

万円にもなっているとかいうような記事もありますから、少なからず町内の業者等にはそういった影

響はあると思いますよ。 

それが町の財政には契約が終わった後ですから、影響は今のところ出てないのではないかというこ

ともありますし、これからの町との契約の分もそうですが、各民間の業者等については逐一、影響を

把握しながら、どういった支援策ができるのか、国にどういう要望ができるかとかいうことも含めて、

ぜひ考えていただきたいというふうに思いますけど、町長の答弁をお願いします。 

○的野信之議長 町長。 

○岡崎邦博町長 

先ほども申しましたように、今まで契約が済んでいるものにつきましては、確認をしたところ、今
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までは影響は出ていないということです。しかしながら、今後、予定をされている工事につきまして

は、今ここではっきりはわかりませんけども、影響が出る可能性も高いのかなというふうに思います。 

また、民間同士の契約につきましては、町として今のところ把握はできておりませんけども、報道

によれば、なかなかやはり難しく、影響も出ているのではないかというふうな報道もしております。  

町としてどういうような支援ができるかということではありますが、今、国の方では、先日、３兆

１千億程度の補正予算が組まれております。そのうち、市町村に対しても何かしらの支援策があると

いうようなことも報道でもありましたので、まだこちらの方にどういうような支援があるかというよ

うな情報は届いておりませんが、国からのそういった支援策に基づきまして、今後、町として対応を

していきたいというふうに考えております。 

○的野信之議長 宇田川議員。 

○４番（宇田川 亮議員） 

ぜひ迅速に対応していただいて、しかもこの物価高騰、今回の中東情勢の不安というか、そういっ

た影響による物価高騰で中小業者が潰れないように、経営が継続できるように迅速に対応していただ

きたいということを申し上げまして、私の質問を終わります。 

○的野信之議長  

以上で宇田川亮議員の質問を終了します。次に、８番議員、石井大輔議員の質問を許可します。 

石井議員。 

 

 

 

 

質問者：石井 大輔議員 

答弁者：町長、都市整備課長、教育課長 

 

○８番（石井 大輔議員） 

８番通告に従いまして一般質問を行ってまいります。 

本日は、主要道路における交通渋滞及び歩行者安全対策についてお伺いいたします。 

町内の主要道路において、交通量の多い時間帯に渋滞が発生している箇所が見受けられます。特に

中山交差点では、鞍手インター方向からの車両の右折レーンが短く、右折待ちの車両が直進車線には

み出し、後続車両の進行を妨げている状況になっています。 

町として中山交差点における右折レーンの短さ、そして右折待ち車両による交通停滞の状況をどの

ように把握しているのかお尋ねいたします。 

○的野信之議長 町長。 

○岡崎邦博町長 

この件につきましては、担当課長に答弁させます。 

○的野信之議長 都市整備課長。 

○神谷徹都市整備課長 

一般質問 ②  石井 大輔 議員 
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中山交差点につきましては、令和６年３月２１日の４差路開通以降、特に朝と夕方のピーク時間帯

におきまして、鞍手インターチェンジ方面から北九鞍手夢大橋方面への右折車両が集中して渋滞が発

生していることは町としても認識しております。 

今、議員が右折レーンの短さと言われていましたけども、右折レーンにつきましては、始まりから

停止線までが約５０メートルあります。それからゼブラゾーンまで入れますと約８０メートルござい

まして、右折レーン自体は短いとは考えておりません。 

○的野信之議長 石井議員。 

○８番（石井 大輔議員） 

そうですね。今、課長がおっしゃいますように、右折レーンの短さという私の表現がちょっと違っ

たのかもしれませんが、大体右折レーンというのが、乗用車で言えば５台から６台程度、止まるのが

大体一般的な右折レーンになっております。 

そして、ここの場合は、やはりちょっと直進の車線が左側のエスケープゾーン等もないため、やは

りかわせないというので、いよいよ短く感じているのかなというふうには思っております。 

そして、こちらの中山交差点ですが、右折矢印信号や時差式信号にもなっていないため、対向車の

交通量が多い時間帯には、右折車両がなかなか右折できずに渋滞や追突事故、そして無理な右折など

交通安全上の危険性が懸念されます。そうなると、また渋滞により焦りを感じたドライバーが信号を

待てずに抜け道を探し、住宅街に入り込むことも考えられます。そうなると、住宅街や通学路、こち

らの安全確保の面からも心配があります。 

そこでお尋ねいたします。中山交差点における右折レーンの延長、そして右折矢印信号の設置や時

差式信号への変更、そしてまた信号時間の見直しなど、このようなものに道路管理者である県、そし

て信号機を所管する警察と協議し、改善要望を行う考えはあるのか。そして現状も踏まえお尋ねいた

します。 

○的野信之議長 都市整備課長。 

○神谷徹都市整備課長 

中山交差点の渋滞緩和に対するご要望は、これまでにも議員の皆様や地域住民の方々から多数寄せ

られておりまして、その都度、道路管理者である直方県土整備事務所並びに交通規制を所管する直方

警察署に対し、実情を報告するとともに、渋滞緩和の要望をお伝えしているところでございます。 

本町としましても、当該交差点における渋滞解消に向けては、右折矢印信号の設置、もしくは時差

式信号への変更が有効な手段であると認識しております。 

直近では、今年の３月に直方警察署に対し、渋滞緩和措置を講じていただくよう再度お願いしてお

ります。その際、採択されるかどうかは不透明ではありますが、「県警本部へ上申してみます」との回

答をいただいております。この上申につきましては６月に予定していると伺っております。 

ただ一方で、直方警察署の担当者からは、１日を通じた慢性的な渋滞であれば検討の余地は大いに

あるが、朝夕の時間帯のみの渋滞に対する対応は難しいとの見解も伺っております。 

しかしながら、町としましても、朝夕方のピーク時間帯に限定された渋滞であったとしても、それ

が毎日継続的に発生している限り、地域住民の皆様にとっては慢性的な課題であり、速やかな改善が

必要であると考えております。 



9 

 

今回の要望が仮に不採択になったとしましても、県や警察に対し対策の必要性を理解していただく

よう、粘り強く働きかけていく考えでございます。 

○的野信之議長 石井議員。 

○８番（石井 大輔議員） 

今、課長の答弁でいただきました。６月ですね、今月にある程度、矢印信号なり、何かしら対策が

できるかという決定が、まずはなされるということで、それの結果を待ちたいと思います。 

本当に、町内の皆様からたくさんこういうご要望をいただいていまして、議員の皆様も、課長の方

に数名行かれているということで聞いておりますが、一刻も早く、この右折信号なり、そういう対策

ができるようにしていただきたいと思います。 

そして続いて、猪倉交差点から中山交差点までの区間について、新しいバイパスを含め一定の距離

があるにもかかわらず、横断歩道が１つも設置されていません。自動車交通の利便性が向上する一方

で、歩行者や自転車利用者が安全に道路を横断できる環境が十分に整っているとは言い難いのが現状

です。 

また、この周辺では過去に横転事故も起きており、交通量も多いことから、車両の安全対策はもち

ろん、歩行者や自転車利用者が安全に移動できる環境整備も重要であると考えます。 

そこでお尋ねいたします。猪倉交差点から中山交差点までの区間において、新しいバイパスを含め、

歩行者が安全に横断できる横断歩道や押しボタン式信号を設置されていない現状を町としてどのよ

うに認識しているのかお尋ねいたします。 

○的野信之議長 都市整備課長。 

○神谷徹都市整備課長 

町といたしましては、大池団地入口の交差点、それから旧サンダースイミング付近の交差点への横

断歩道設置につきまして、バイパスの供用開始以前より、直方県土整備事務所と連携を図りながら、

所管である直方警察署に対し要望を行ってまいりました。 

しかしながら、現状におきましては、警察当局から設置に関する前向きな回答を得られておらず、

未だ横断歩道が設置されていない状況でございます。 

町といたしましては、歩行者の安全確保の観点から、横断歩道の設置の必要性は極めて高いと認識

しておりますので、引き続き直方警察署に対し、その必要性をご理解いただけるよう粘り強く働きか

けていきたいと考えております。 

○的野信之議長 石井議員。 

○８番（石井 大輔議員） 

木月から、こちらの先ほど言った中山交差点の方に来るときに、木月から猪倉方面はずっと制限速

度が４０キロできておりまして、今課長がおっしゃっていました、サンダースイミングがありました

ところから、標識がないのですよね、ということは、標識がないということは時速６０キロで走行が

可能だというふうな認識なのですけれども、そういう認識でよろしかったでしょうか。 

○的野信之議長 都市整備課長。 

○神谷徹都市整備課長 

すいません。そこの認識はしておりませんので、警察の方に確認をしたいと思います。 
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○的野信之議長 石井議員。 

○８番（石井 大輔議員） 

私が見る限り、標識がありませんので、６０キロで走行が可能だとしたらですね、危ないと気づい

てから停止するまでに約４４メートル車が進むことになりますので、やはり、小牧団地の方の住宅地

から道路を渡ってお友達の家に行くっていうことが、事実上はできないことになっておりますので、

これはちょっとおかしいのではないかなと私は思っております。 

そして、やはりそのあそこ見通しがいいので、中山交差点の信号を見て加速する方とかもいらっし

ゃいます。加速した場合に、仮に時速７０キロになったら５５メートル停止するまでに距離がかかっ

てしまうのです。その辺も踏まえて、警察署の方になかなか理解を得られない部分も僕には分からな

いのですけど、その辺は、もう少し強く言っていただけたらと思います。 

そしてこの周辺は、住宅地や学校、そして商業施設や病院につながる道路がたくさんあります。町

民の日常生活にも関わる重要な道路です。車両の円滑な通行だけでなく、高齢者や子ども、自転車利

用者などを含めた歩行者の安全確保も重要な課題であると私は考えております。 

そしてまた、これから小学校が１校に統合することから、お子さんを送迎する車両の増加や、統合

することで友達が町内全域にでき、子供たちが通学や遊びに行く際、移動範囲が今まで以上に広くな

ることが十分に予想されます。そのことから、今まで以上に安全対策が必要になってくると考えてお

ります。 

そのような観点も踏まえ、今、質問した部分、そしてそれ以外のその他の町内の渋滞箇所、そして

危険な交差点で横断歩道が不足している区間など調査し、関係機関への改善要望を行う必要があるの

ではないかなと考えておりますが、いかがでしょうか。 

○的野信之議長 都市整備課長。 

○神谷徹都市整備課長 

毎年、教育委員会におきまして、各小学校や中学校からの通学路に関する要望調査を実施しており、

その結果を踏まえ、例年３月に鞍手町通学路安全推進会議を開催しております。 

この会議には、教育課をはじめ、信号機や横断歩道の交通規制を所管する直方警察署、それから県

道の管理者である直方県土整備事務所、町道の管理者である都市整備課、それぞれの担当者が出席し、

通学路における課題の共有と安全対策の改善に向けた協議を行っております。 

また、このほかにも、各自治区から都市整備課に寄せられます改善要望等につきましても、実情を

把握し、可能な限り改善に対応しているところでございます。 

○的野信之議長 石井議員。 

○８番（石井 大輔議員） 

毎年、ご要望いただいて、３月ということですが、その中で精査して大体実行されるのにどれぐら

いの期間がかかっているのでしょうか。 

○的野信之議長 都市整備課長。 

○神谷徹都市整備課長 

軽微なものにつきましては、年度内に対応しております。ただ、予算が伴うものにつきましては、

次年度以降となっております。 
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○的野信之議長 石井議員。 

○８番（石井 大輔議員） 

今の予定では令和１０年開校の小学校ができるということですが、おそらくその朝の送り、そして

帰りの迎えとかで、今の学校の人数から言ったら、おそらく１日に、朝１００台から１５０台ぐらい

の車がお子さんを送ってきて、夕方になれば１５０台ぐらいがお迎えに来てということで、一気にや

はりあの辺はかなり混雑すると思うのですけれども、そういうことを、小学校の管轄の教育課長とか

教育長とかとお話はされているのでしょうか。 

○的野信之議長 教育課長。 

○森永健一教育課長 

統合小学校につきましては、当然、今言われたように児童の人数も増えますし、横に中学校もござ

いますので、それも含めた形で、現在も警察の方に信号機の設置等を、お願いはしておりますが、ま

だ統合がされてないということと、現状どれだけの通行量が出るのかが分からないということで、設

置するか、しないかとかいうのは回答はいただけていませんが、多くなることは当然予想されますの

で、教育委員会といたしましては、警察の方に信号機の設置や横断歩道の設置に向けて協議は進めて

いきたいと考えております。 

○的野信之議長 石井議員。 

○８番（石井 大輔議員） 

ありがとうございます。最後に、ちょっと１点お聞きしたいのですが、町長はこの件は多分、毎朝

辻立ちとかもされていますので把握されているとは思うのですが、どのように感じられているのでし

ょうか。 

○的野信之議長 町長。 

○岡崎邦博町長 

小学校の送迎につきましては、この統合小学校を建設する以前の、あり方検討委員会が立ち上がっ

ている中で、私は剣南小学校の送迎がどのような時間帯にどれぐらいの台数があるのかというのを私

なりに調査をしてみました。 

そうしますと、約１割の方たちが朝、送迎をしているというような結果がありましたので、統合小

学校になりますと、今、議員が言われましたように、１００台から１５０台というようなことが言わ

れましたが、スクールバスの配置によりましては、私自身はそこまではないのかなというような気は

しておりますが、いずれにしても、かなりの送迎に関する自動車が限られた時間内で、通るのではな

いかというようなことは懸念をしております。 

それにつきましては、先ほど教育課長が答弁をしましたように、今後、実際に現状はどのような形

になるのか、そしてまたどういうような状況を改善すればいいのかにつきましては、統合後、調査を

し、直方警察署なり直方県土整備事務所に働きかけをしていきたいというふうに考えております。 

○的野信之議長 石井議員。 

○８番（石井 大輔議員） 

ありがとうございます。やはり本当に鞍手町の皆様にとって大変よく利用する交差点、道路であり

ますので、ぜひとも早期解決を望みたいと思います。 
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本日は、確認を踏まえた一般質問にはなったのですが、答弁いただきありがとうございました。本

当に数多くの、皆様から質問や要望をいただいている内容でありますので、この一般質問という場で

させていただきました。 

特に中山交差点では、町内でも交通量の多い交差点であり、日常的に不便や危険性を感じる方も多

数おられますので、今後、町としても現地確認をしっかりと常に行い、警察や県、そして関係機関な

どと連携しながら、交通の安全性、そして歩行者の安全確保に向けた取り組みを進めていただきたい

ことを要望し、私の一般質問とを終わらせていただきます。ありがとうございました。 

○的野信之議長 以上で石井大輔議員の質問を終了します。次に １２番議員、西藤典子議員の質問

を許可します。西藤議員。 

 

 

 

質問者：西藤 典子議員 

答弁者：町長、住民環境課長、教育課長 

 

○１２番（西藤 典子議員） 

１２番通告に従いまして、３点について一般質問を行います。 

まず１点目でございますが、自衛隊への個人情報の提供についてお尋ねいたします。 

この問題につきましては、２０２３年 令和５年６月議会におきまして、新聞報道によると、自衛

隊は採用活動で市町村が管理する住民基本台帳をもとに、１８歳や２２歳の人をリストアップして自

宅に募集案内を送るなどとしていると、その個人情報提供自治体に鞍手町も含まれているという事実

を知りました。 

その時にいつから名簿を提供しているのかと質問いたしまして、令和３年度よりという回答をいた

だきました。今年で６年目になるわけですね。その時、本人や保護者はそのことを知っているのかと

尋ねましたところ、この内容につきましては、ご家族等には通知いたしておりませんという回答をい

ただきました。 

私は、個人情報が本人の知らないうちに外部に提供されているということの重大性について質問い

たしました。その後、２度の質問を経まして、２０２４年、令和６年２月２２日に新たな対応方法が

定められたわけでございます。 

内容は、外部提供の取り組みについて広く町民に周知されるよう適切な措置を講じる。募集対象者

は、募集対象者情報の外部提供を希望しない旨を町長に申し出ること、申請することができるとなり、

除外申請の時期は４月１日から５月末日ということになったわけでございます。 

その結果、令和６年度の除外申請者数は２２歳になる男性１名と女性１名の計２名、令和７年度、

２０２５年の除外申請者は１８歳になる女性１名と２２歳になる女性１名の計２名でございました。 

ここから質問に移りたいと思います。１番ですね、２０２６年度、今年度の除外申請者数、そして

名簿提出者数および名簿提出日はどうなっておりましょうか、お尋ねいたします。 

○的野信之議長 町長。 

一般質問 ③  西藤 典子 議員 
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○岡崎邦博町長 

この件につきましては担当課長に答弁させます。 

○的野信之議長 住民環境課長。 

○石田克住民環境課長 

今年度の自衛官等募集対象者情報の除外申請者数は、今年度１８歳になる男性の方２名です。今回

の依頼により情報の提供を行った者の数は、今年度１８歳になられる方、男性７２名、女性６４名、

計１３６名、今年度２２歳になられる方が男性６２名、女性４６名の計１０８名です。 

除外申請者を除いた名簿を作成し、６月３日に自衛隊福岡地方協力本部長に提出をしております。 

○的野信之議長 西藤議員。 

○１２番（西藤 典子議員） 

今回の除外申請者数は１８歳の男性２名のみということでした。その結果、今おっしゃったように、

除外申請者以外は個人情報が自衛隊に提出されているわけでございますけれども、この内容が、どこ

まで周知された上での提出かと、非常に疑問を感じているところでございます。 

名簿提供している北海道の旭川市のある団体の調査では、除外申請について高校生にアンケート調

査を行っても圧倒的に知られていない、対象者は個人情報が提供されていることも知らず、除外申請

を行うかどうかの選択権も奪われていると指摘されております。 

そんな中、２０２４年３月、奈良市の高校生に続きまして、今年３月２６日には、岐阜市の高校生

が自衛隊名簿提出違憲訴訟に踏み出している実態がございます。 

鞍手町の場合も、実情は旭川市とあまり変わらず、大多数の若い皆さんの個人情報が本人の知らな

いうちに自衛隊に提供されているというのが現状ではないかと思います。 

前回、３月定例会の一般質問で私は、個人情報の提供というご本人にとっては重大なことでありま

すので、除外申請の情報の周知には力を入れていただきたいとお願いしたところでございました。そ

の結果、電子掲示板、デジタルサイネージというのだそうですが、私の目に留まりましたところでは、

冒頭に今年１８歳、２２歳になる皆さんという呼びかけがありまして、かなり対象者の目につきやす

い状況であったと思いますが、これは庁舎に来られた方だけに限られております。 

しかし、広報くらては従来通りで、除外申請という言葉の意味がわからなければ、注意を引きにく

かったのではないかと感じております。 

今、殺傷武器輸出が解禁され、有事の際は南西諸島が最前線となることを想定して、重点拠点の九

州全域で大型弾薬庫の建設、大分県、敵基地攻撃能力を持つ長射程ミサイルの配備、熊本県、敵国か

らのミサイル攻撃を防ぐ司令部の地下化、熊本県、南西諸島や九州をはじめ、全国が戦場となること

を想定した自衛隊の実働演習、有事を想定し、日本列島を丸ごとミサイル攻撃拠点とするアメリカ海

兵隊と陸上自衛隊の共同訓練等が行われております。今や自衛隊は災害派遣等の重要な任務を担う存

在ではなくなっていると思います。 

太宰府市では名簿提出であったのが、住民基本台帳の閲覧に切り替えられております。また、お隣

の地元、直方市は、住民基本台帳の閲覧についても除外申請を受け付け、個人情報が保護されていま

す。 

そこで質問でございます。今まで通りの本人の同意を十分に得ないままの個人情報の提供はやめる
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べきだと思いますが、町長の見解をお尋ねしたいと思います。 

そしてまた、今後はどういう対応をなさるのかもお尋ねしたいと思います。 

○的野信之議長 町長。 

○岡崎邦博町長 

除外申請制度につきまして、先ほど周知が不十分ではないかというようなご指摘がありました。し

かしながら、先ほど一部、デジタルサイネージで目に留まったということで評価をいただいておりま

す。と同時に、鞍手町としてはホームページで常時掲載するとともに、広報紙の４月号、５月号に掲

載をしており、また、先ほど言いましたデジタルサイネージとは別にポスターの掲示も行っておりま

す。本町では２名の方の申請がありました。近隣市町では除外申請の制度は設けているにも関わらず、

申請が０件という市町村もありますので、ある程度周知の効果があっているのではないかというふう

に考えております。 

○的野信之議長 西藤議員。 

○１２番（西藤 典子議員） 

それでですがね、数だけの問題ではなくて、内容としましては、非常に重大な意味を含んでいるも

のだと私は考えております。 

今、私は町長に質問しておりますのは、このような実態を踏まえた上で、なかなか完全に、前回私

は、やっぱり個別通知といいますかね、こういうことをやりますということを各自に直接に伝達して

いただきたいと、そして本人が十分納得した上での、情報の提供になるという状況を作っていただき

たいと思いましたけれども、それはできないという答弁でございました。   

そういう状況の中で、本人たちが全く知らないうちに個人情報が自衛隊に提供されているという実

態があるわけでございますが、先ほど申しましたように、現在の日本の状況は非常に厳しい状況が、

若者の未来にとって厳しい状況が刻々と進んでいっているという状況がございます。 

私は先ほど質問しましたのは、このような状況の中で、本人の同意を十分得ないままの個人情報の

提供はやめるべきだと思うが、町長の見解はいかがかということでございました。答弁よろしくお願

いいたします。 

○的野信之議長 町長。 

○岡崎邦博町長 

現在、住民基本台帳法第１１条、これは国または地方公共団体の機関の請求による住民基本台帳の

一部の写しの閲覧のこの規定や、自衛隊法第９７条及び同施行令第１２０条の規定に基づき、各市町

村がそれぞれの判断で自衛隊への情報提供を行っているところです。 

本町では鞍手町自衛隊等募集対象者情報の外部提供に関する事務処理要綱を制定しており、今後も

この要項に即して情報提供を行ってまいりたいというふうに考えております。 

○的野信之議長 西藤議員。 

○１２番（西藤 典子議員） 

その件は今までも、私はもう今回で９回目のこの件に関して質問しておりますが、もうその都度で

すね、全く鞍手町が提供していることも知らなかった状況から、今日に至るまで何回も、私が質問す

るたびにそういう答弁はいただきましたが、先ほども申しましたように、個人情報ですね、提供して
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いない、住民基本台帳の閲覧は、自衛隊が勝手にされると、これは阻止することができないのですけ

れども、この自治体が進んで名簿を提出すると、そういうことをやってない自治体はたくさんあるわ

けなのですよね。だから私は事の重大さに鑑み、こういう今まで通り一人一人に事実を伝えることな

く、本人が知らないうちに、実質的に名簿を提出することになっている実態を、これを許さないため

に、提出をやめるべきではないかということで質問しておりますが、その質問についてはいかがお考

えでございましょうか。お尋ねいたします。 

○的野信之議長 町長。 

○岡崎邦博町長 

先ほども答弁しましたように、自衛隊法第９７条及び同施行令第１２０条の規定に基づいて、それ

ぞれの自治体で判断をしておるところでもありますし、先ほども言いましたように、鞍手町としまし

ては、自衛隊等募集対象者情報の外部提供に関する事務処理要綱も制定しております。これに基づい

て判断をし、提供しているところです。 

○的野信之議長 西藤議員。 

○１２番（西藤 典子議員） 

まあ同じ答弁なのですけどね。じゃあ直方市はなぜ出してないのでしょうか。直方市は出してない

ことによって何か不利益を得ておられますか。全くですね、出さなくても何のお咎めも受けていない。

私の知らないところで微妙な圧力がかかっているということがあるかもしれませんけれどもですね、

実際は出してないのですよね。自衛隊は勝手に、住民基本台帳を閲覧するということはなされている。

しかし、直方市の場合は、住民基本台帳についても、本人が除外申請を希望すれば、一切自衛隊にも

行かないように、個人情報が守られているという実態がすぐ隣にもあるわけなのですよ。そういうふ

うな努力をなさるおつもりは町長にはないのでしょうか。お尋ねいたします。 

○的野信之議長 町長。 

○岡崎邦博町長 

繰り返しになりますが、それぞれ各自治体で判断をしているところです。 

○的野信之議長 西藤議員。 

○１２番（西藤 典子議員） 

あとはですね、やっぱり今後、町民の皆さんにも大いにこの実態を知っていただいて、町民の皆さ

んの声を反映していけるように私も頑張っていきたいと思うところでございます。 

では、先ほどちょっと言いかけて正式に答えていただけませんけども、今後の対応は、もうおっし

ゃいましたね。今まで通り提出するということでございました。 

それでは、次の質問に移りたいと思います。次に２番目、熱中症予防対策についてお尋ねいたしま

す。今度の、広報くらての記事によりますと、鞍手町におきましては、町の設定がなされておりまし

て、外出時に暑さを感じた時、誰でも気軽に立ち寄れる「涼みどころ」の設置、そしてさらには、こ

れまで経験したことのない危険な暑さの発生が予測される際に、国から熱中症特別警戒アラートが発

表された折に、誰でも利用できる施設を指定暑熱避難施設クーリングシェルターとして指定するとな

っております。 

その内容ですけれども、町の設定では、ごく限られております。この役場の庁舎内ロビー、そして
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中央公民館、くらじふれあいアリーナ、そして鞍手町の歴史民俗博物館、これが主要で、あとは民間

施設としまして、鞍手郵便局や新北郵便局や新延郵便局、古月郵便局、そしてホームプラザナフコ鞍

手店っていうことが挙がっているわけなのですけれども、この町の設定では、計算してみましたら、

収容人数は合計１６０人程度でありまして、本当にこういうアラートが出た場合、足りるはずもあり

ません。また、実際にこれが起こった場合、地域で歩いて行ける場所でなければ、実際は利用できに

くいと思われるわけでございます。 

今後、最高気温が４０度以上という酷暑日もあり得る状況となっております。 

また、熱中症発症の４割は住居の敷地内、室内で発生し、室内熱中症と言われているわけでござい

ますね。まだ起こってはないけれども、起こる可能性がある。その時に備えて、十分、町としても準

備をしていただきたいと思うわけでございます。 

そのために、やっぱり身近で利用しやすい地域の集会所や公民館の活用はできないものか。そして、

そういったとこを活用し、必要があるときには申請を行い、申請に基づいて町の支援なども得て活用

ができると、こういった具体的な取り組みが必要なのではないかと思いますが、そういうお考えはご

ざいませんでしょうか、お尋ねいたします。 

○的野信之議長 町長。 

○岡崎邦博町長 

この件につきましては、担当課長に答弁させます。 

○的野信之議長 住民環境課長。 

○石田克住民環境課長 

現在、クーリングシェルター及び涼みどころとして、公共施設は、先ほど議員さんが言われた通り、

鞍手町役場庁舎、鞍手町中央公民館、くらじふれあいアリーナ、鞍手町歴史民俗博物館の４つ、民間

の施設といたしまして、鞍手郵便局、新北郵便局、新延郵便局、古月郵便局、そしてホームプラザナ

フコ鞍手店の５箇所が指定をされております。 

開放日時につきましては、それぞれの施設の営業時間、運営時間となっております。 

ご質問の熱中症対策として、地域の集会所、公民館の活用につきましては、常時開放していない施

設をクーリングシェルター及び涼みどころとして利用する場合につきましては、利用者がいなくても

必要がない冷房設備等の電気を使用することとなり、新たに環境に対する負荷をかけることとなるこ

とから有効ではないと考えております。今後も民間施設の協力事業者を増やす努力を続けてまいりた

いと考えております。 

○的野信之議長 西藤議員。 

○１２番（西藤 典子議員） 

実際に酷暑日というようなことが訪れる可能性は非常に高まっているわけなのですね。その時に、

町民の皆さんの中から、まあ犠牲者の方が出ないように、やっぱり町としてはより現実的な、そして

より確実な対応策を一応計画だけでもしていただくべきではないかと私は考えております。 

ぜひ予算のことがありましょうけれども、予算は、募金が集まっているということもありますね、

そういったことの内容にも検討しながら、目を向けながら、やっぱり着々とそういう非常な状況が訪

れた時のために、町としては準備を進めていただきたいと思う次第でございます。 
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次に２番目ですが、中央公民館ロビーへの冷水器の設置についてでございます。 

昨年も質問しましたが、庁舎には避難所になっておりますところの、庁舎には常温の給水器があり、

くらじふれあいアリーナには冷水器が設置されているということでございますが、中央公民館ロビー

には、以前は設置されていた冷水器がなくなっているわけでございます。 

町の設定では飲料水は各自でご準備くださいとなっていますけれども、先日、平日の午後５時前で

したが、行ってみますと、多くの児童生徒さんたちが勉強したり、あるいは屋外の遊具で、いろいろ

運動したり遊んだりする、そのような形で公民館を利用されておりました。 

やっぱりふるさと納税、先ほどちょっと言葉が出ませんでしたが、ふるさと納税の寄付金などもあ

るわけでございますので、ぜひこの冷水器を設置していただきたいと思いますが、いかがでございま

しょうか。 

○的野信之議長 教育課長。 

○森永健一課長 

中央公民館のロビーへの冷水器の設置ということで、先ほど言われた中で、庁舎の方は常温のがあ

るというふうに言われてあったのですが、実際にはない、設置はされていないと思います。 

アリーナの方には冷水器の方がございます。中央公民館には、今現在は飲料の自動販売機が３台設

置しております。冷水器の設置については、公民館利用者の方々より設置等の要望や問い合わせ等、

今の段階ではいただいておりませんので、設置について、現在は考えておりません。 

○的野信之議長 西藤議員。 

○１２番（西藤 典子議員） 

あの実はね、先ほどの庁舎の常温の冷水器というのは、これはあの、前回、いつになりますかね、

議会だより１５１号なのですけれども、去年の６月なのですけども、町長の答弁で、町長が役場庁舎

には常温の給水器、くらじふれあいアリーナには冷水器が設置されていますと答弁いただいたので、

私はそれが本当だと思って、先ほども今も出したわけなのですけれどもね。 

それから今、教育課長がおっしゃいました自動販売機の件ですが、前回でも申し上げました、あの

糖質が非常に体には、悪い影響を与えているという研究結果もあるわけです。いろんなところで聞き

ましても、やっぱり水道水、今、水道水が一番信頼できるものであるというようなことも病院でも聞

きましたが、そういう安心な水道水をいつでも誰でも自由に飲めるという、この冷水器の設置という

ことは、非常に省エネとかね、予算を使わないとか、お金を使わないとか、健康にいいとか、そうい

った面からも非常にかなったいいことではないかと思いますので、もう一回、検討していただきまし

て、設置していただけたらと思う次第でございます。 

それではもういいですかね。３番目の町営葬斎場への入浴施設の設置について質問を移らさせてい

ただきます。 

現在ですね、町営葬斎場の使用頻度の現状はどうなっておりますでしょうか。第１斎場、第２斎場

につきまして、お聞きしたいと思いますが、よろしくお願いいたします。 

○的野信之議長 町長。 

○岡崎邦博町長 

この件につきましては、担当課長に答弁させます。 
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○的野信之議長 住民環境課長。 

○石田克住民環境課長 

令和７年度に入浴が必要となるお通夜を利用した件数が３７件でございます。前年度より１１件減

少しているのが現状でございます。 

○的野信之議長 西藤議員。 

○１２番（西藤 典子議員） 

前年度より減少しているということでございましたが、また近年、葬儀の形がだんだん変わってき

ておりまして、小規模の家族葬の傾向が強まっておりますよね。今までもちょっと耳にしたことがあ

るのですけど、鞍手町のその葬斎場については、入浴施設がないために、他の施設を利用したという

場合があるというようなことも聞いております。私は第１斎場と第２斎場を別々に、最近の使用頻度

の現状を伺いたいと思ったのですが。第１斎場が小さいのですね。第１斎場の利用頻度はどういう傾

向になっておりましょうか。 

○的野信之議長 住民環境課長。 

○石田克住民環境課長 

第１斎場につきましては、令和６年度の利用実績が２９件でございます。そして、令和７年度につ

きましては２４件でございますので、５件減少しております。 

○的野信之議長 西藤議員。 

○１２番（西藤 典子議員） 

鞍手町には銭湯もありませんので、やっぱりこういう葬儀とか通夜とかいう場合には、斎場に入浴

施設があるということが、まあほぼ必須条件になっている場合もあると思うわけでございます。やっ

ぱり、先ほどからだんだん減少しているということ。 

実は、葬斎場に行って、係の方にちょっとお会いしたのですけれども、非常に老朽化していて、や

っぱり利用者が少なくなっても仕方がない面もあるというようなこともおっしゃっておりましたけ

れども、町営葬斎場の利用を高めるためにも、なんとか入浴施設、まあ最低、シャワーだけでも設置

できないものかと考えておりますが、可能性はいかがでございましょうか。 

○的野信之議長 町長。 

○岡崎邦博町長 

先ほど議員も言われましたように、葬儀形式が多様化しております。それで、今は伝統的な一般葬

ではなく、家族葬、直葬、一日葬というように、非常に多様化した中での葬儀となっております。 

そしてまた、先ほどご指摘がありましたように、町葬斎場は、平成３年８月に供用を開始し、平成

１２年４月に第２斎場を増築し、現在運営を行っております。その老朽化した施設でもありますので、

修繕費用等の運営コストは年々増加傾向にあります。 

そしてまた、財政が厳しい状況下の中で、これらの費用をいかに効率的に管理するかが課題となっ

ており、現在では新たに入浴施設を設置する考えはございません。 

また、先ほど議員が言われましたように、例えば、葬斎場に入浴施設を設置した場合、民間の業者

の斎場が鞍手町にはありますけども、その民間の業者が今家族葬とかでかなり利用されているってい

うような傾向もあるように見受けられます。そういった業者の民業を圧迫するっていうことにもつな
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がりかねないかなというふうな考えもあります。 

そういったことで、現在、老朽化した施設でもありますので、入浴施設を設置する考えはございま

せん。 

○的野信之議長 西藤議員。 

○１２番（西藤 典子議員） 

まああの、民業圧迫ということもおっしゃいましたけど、やっぱり町の施設というのは最後まで私

たちは町の財産でございますので、有効活用したいと願うところでございます。なんとかですね、ふ

るさと納税、先ほど申しましたけども、ああいったお金もあることでございますので、町民の少しで

も利益につながるような対策を講じていただきますことを心からお願いいたしまして、私の一般質問

は終わらせていただきます。ありがとうございました。 

○的野信之議長  

以上で、西藤典子議員の質問を終了します。ここでしばらく休憩します。 

 

―― 休憩 １４時１５分 ―― 

～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

―― 再開 １４時２３分 ―― 

 

○的野信之議長  

 会議を再開します。２番議員、田中二三輝議員の質問を許可します。田中議員。 

 

 

 

質問者：田中 二三輝議員 

答弁者：町長 

 

○２番（田中 二三輝議員） 

２番。本日は私が初当選以来、当時の岡崎町長の発言を聞かせていただきながら、その内容は多く

の参考資料に基づき、適切な言葉を選び質問されていた姿、これを思い浮かべながら、その２期８年、

岡崎町長への最後の一般質問が通告書の提出時のルールにより私になったこと、非常に感慨深い思い

でおります。 

それでは、本日の一般質問の趣旨について説明をいたします。 

多くの有権者である町民の方から問われるのが、庁舎建設や小学校の統合が当初の計画より後ろ倒

しとなったことで、経費が膨らんだのではないか。 

その増額した経費は当然、今後、支払っていけるのか、その返済のために町民は何らかの形で我慢

しなくてはならないのか等の声を聞きます。 

これらの町民の心配を払拭するためにも、今回一般質問に臨みたいと思います。 

それでは、通告に従って一般質問を行います。 

一般質問 ④  田中 二三輝議員 
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４月の出馬表明の記事で、詳細なその会見の中身は分かりませんけども、報道では２期８年で新庁

舎建設や小学校統合を進めてきたというふうに町長の記事が載っておりました。 

この庁舎の新築移転計画は、旧庁舎の一部が６０年以上経過し、安全面で危惧されることから、岡

崎町長が就任になる前から計画が進行しておりました。 

その後、工事が進み、開庁を迎えました。この新庁舎建設に伴う周辺整備を含む庁舎等建設事業に

おける町長が感じておられるご自身の実績、記事にも載っておりましたように、町長の実績とはどの

ようなものか、まずご紹介いただきたいと思います。 

○的野信之議長 町長。 

○岡崎邦博町長 

私が町長をさせていただいている時に、職員の知恵と工夫と努力、そして議員皆様のご理解とご協

力によりまして、新庁舎とその関連施設、こども広場、中央公民館の大規模改修、石炭資料展示室、

くらて橋、町道裏田西牟田線や周辺の道路などの整備ができたのではないかというふうに考えており

ます。 

○的野信之議長 田中議員。 

○２番（田中 二三輝議員） 

岡崎町長はよく身の丈に合ったという言葉を使われておりますが、この言葉は非常に意味が広く、

町長の真意が伝わりにくいというふうにいつも感じております。 

一般的に言われているのは、政治家や首長等が使用する場合は、これは一般的に言われていること

ですよ、我慢しろや、諦めろというふうに受け止められやすい言葉だというふうに言われております。 

そこで、まず、この町長がよく身の丈に合ったという言葉を使われておられましたけども、その言

葉の持つ、町長がこの言葉を使っておられる真意、まずこれを教えてください。 

○的野信之議長 町長。 

○岡崎邦博町長 

身の丈に合ったというよりも、今回、この庁舎につきましては、町民の皆さんだけでなく、多くの

方たちが利用していただいております。利用頻度の高い庁舎になっているということでご理解いただ

きたいと思います。 

○的野信之議長 田中議員。 

○２番（田中 二三輝議員） 

そういった真意だというふうに受け止めさせていただきますが、ちょっと言葉を選んだ言葉がちょ

っと違かったのかなと。もっと違う表現をされた方が、その真意が町民や議会議員にしっかりと伝わ

ったのではないかなというふうにも感じておりますが、町長はそういうお考えでこの言葉を選んでお

られたのだなというふうに改めて今初めて理解できました。 

そこで、鞍手町の財政が今厳しい状況が続いているというふうに私も受け止めております。この受

け止めは町長も同じではないかというふうに思いますが、新庁舎建設を含めたこの周辺開発事業、こ

の事業費を含めたものが、本当は、ここで身の丈にあったものになったのかというふうにお聞きした

かったのですけど、先ほど町長がおっしゃったように、身の丈に合ったという言葉の意味が、多少ニ

ュアンスが違いますけども、本町のこの厳しい財政の中でこのような事業費がかさんだこと、これを
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町長、今、素直に率直にどのように感じておられますか。 

○的野信之議長 町長。 

○岡崎邦博町長 

庁舎建設等につきましては、紆余曲折がありました。前町長が事件によって辞職するというような

ことから、平成３０年９月に私が住民の皆様のご支持をいただきまして、町長に就任させていただく

こととなりました。 

その間、先ほど議員が言われておりますように、以前、鞍手町の庁舎等建設基本計画がございまし

たが、この計画自体がなかなか先に進まない状況もありましたし、私の考えもこの計画とは若干違う

ところもありました。 

そういったことで、一度は私もこの計画を見直すこととしましたが、議員皆様のご理解がいただけ

ず、改めてまた改定をするというような状況になり、議員皆様からいただきましたこの「新庁舎整備

に関する提言書」に基づきまして、現在、この庁舎、またその周辺の整備ができたというふうに考え

ております。 

○的野信之議長 田中議員。 

○２番（田中 二三輝議員） 

そうですね、いろいろ思い出されます。最も印象的なのは、入札が不落になって、１０億程度の増

額補正をしなくてはいけなくなった。その時、非常に各議員重く受け止め、そしてその増額を認める

べきなのかどうかというのを議員同士で話し合ったといった経緯もあります。 

事業を途中で止める、その影響の大きさ等を考え、議会は増額補正を認めたということになって、

そういった経緯で増額補正を認めたといった過去もございます。 

しかしながら、進行していた計画、これをやはりいろんな状況で進捗がなかなか進まなかった。そ

してさらには町長のお考えのもと、思慮深く検討されて計画が後ろ倒しになってきたといったこと、

それから国際情勢、コロナ、こういったものを踏まえながら振り返ってみますと、相当物価の高騰、

ちょうどこの時期にあったかと。 

あのまま計画を進めていたらどうなっていたか、計画が後ろ倒しにならなかったら、ここまで増額

しなかったのかっていうのは誰にもわかりませんし、今、その就任当初のことをとやかく言っても、

時間軸が戻るわけではありません。 

したがって、今後はこの町が返済すべき返済義務のある金額、財源を確保していく努力をしていく

必要があるというふうに考えております。 

また、統合小学校におきましても、先ほど紹介いたしました町長の所信表明、この中で現在計画が

進行しております。 

当初、教育委員会は令和９年４月の開校を予定していたというふうに記憶をしております。 

現在、計画は令和１０年４月開校として推移をしております。開校予定の遅延要因、これを町長は

どのようにお考えになっているのか、その辺の経緯等ありましたらご紹介をいただきたいというふう

に思います。 

○的野信之議長 町長。 

○岡崎邦博町長 
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まず庁舎についてではありますが、先ほども言いましたように、私が平成３０年９月に就任をさせ

ていただき、そしてこの病院、そして庁舎等に取り組んでまいりました。 

その中で先ほどもご紹介しましたが、議員皆様の新庁舎整備に関する提言をいただきまして、一度

は私が見直したのですが、それは議員の皆様にはご理解いただけず、改めて見直すこととなりました。 

その後につきましては、やはり庁舎という、５０年に一度あるかないかの大事業でもありますので、

議員皆様の方にも、特別委員会への設置を当時の星議長の方にお願いをしたところ、「新庁舎建設特

別委員会」の設置をいただきました。その後につきましては、議会の皆様と共にこの庁舎を建設する

協議を度々行いながら、建設に向けて進んできたというふうに考えております。 

その中で、ウクライナ、ロシアの戦争で異常なほどの資材高騰ということで、本当にどこの自治体

も苦慮しながら、建設を進めていたように思います。 

今日、先ほど、ある新聞を見ますと、この３年間の中で、これは２万人以上の自治体ではあります

が、自治体の９割が入札不調の経験があるということで報道をされております。 

実際に鞍手町もその期間、不落を経験いたしました。そのような社会情勢の中での不落で、それを

その改めて増額した中で、議員の皆様にお認めいただき、そして予算を確保することができ、今の庁

舎ができたというふうに考えております。 

議員の皆様のご決断に感謝をしているところでございます。 

そしてまた、小学校につきましては、それこそ財政を預かる者として、多額の費用を要することが

想定される統合小学校の建設につきましては、財政負担をなるべく少なくする必要があると考えてお

りました。 

そこで、剣南小学校に統合する、建設するとなれば、私の中で２つの大きな問題点があるというふ

うに以前から考えておりましたし、教育委員会の中でも発言をしております。 

その１つは、保有面積の控除という規定があります。これは基本的には、既存の小学校校舎がある

にも関わらず、同じ校庭に新たに校舎を建設する場合は、旧校舎を解体するとしても、新設する校舎

面積から既存の校舎面積を除いた残りの面積にしか国の負担金の対象にならないという規定があり

ます。 

それで、剣南小学校に新たに小学校を建設する場合、基本的にはこの規定に抵触することになりま

すので、これで保有面積がうんと減るようになります。これ後で、計算してみましたら、約９億円、

国からの負担金が減るということになっておりました。 

もう１つは、教育委員会の方たちは、既存校舎で今まで通り授業をしながら新校舎の建設ができる

との考えでありました。しかし、私としては、建設中の児童の安全確保を考えれば、仮設校舎が必要

になる可能性が高く、多額の財政負担が生じるというふうに懸念をしておりました。 

そして、実際に校舎を造るとなりますと、やはり既存の校舎を活用しながらの建設は難しいという

ことで、現在仮校舎を建設し、今、剣南小学校の児童さん、子供さんたちは仮校舎で授業を行ってお

ります。この費用につきましても５億６千万の費用がかかっております。 

こういったことを、私としては懸念をしておりました。財政を預かる者として、こういう多額の費

用がかかることが懸念されていることに対して、どうしたものかなというようなことでかなり悩みま

した。そして、その悩む時間が必要だったということです。 
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○的野信之議長 田中議員。 

○２番（田中 二三輝議員） 

いろいろ思慮された結果、当初の計画から１年遅れた。そして今おっしゃるように財政を預かる身

ということで、そのいろいろと決断が遅れた。そして、教育委員会といろんな話し合いをされたのか

なというふうにも思いますけども、まず基本的なところでありますが、合意に着手というか、計画の

着手に時間がかかったといった内容、今そういった理由の説明だったというふうに思いますけども、

まず行政サイド、これは当然その建設事業費や限られた予算の範囲内で学校建設に対し、より良い学

校環境を構築し、より良い教育行政を進めていく。このことに関して、教育委員会との合意形成、も

しくは意見交換、協議等は必要かもしれない。 

しかし、建設予定地についての決定というのは、これは教育委員会サイドが持っているというふう

に私は考えているし、このことについては、当時、議会の方で一般質問等を行いながら意見交換をさ

せていただいたことを覚えております。 

いずれにしろ、この動き出した統合小学校の建設、これに向けての計画というのは、もう工事等が

着々と進んでいるなというふうには受け止めておりますし、先日、地鎮祭等も行われていたというふ

うに記憶をしておりますが、今後の計画の推移、これに向けての令和１０年４月開校、この予定とい

うのは死守できるというふうに把握しておいてよろしいか。 

○的野信之議長 町長。 

○岡崎邦博町長 

先ほどの質問の中で補足をさせていただきますが、私が苦慮し考えた期間は２ヶ月でございます。

しかしながら、教育委員、教職員の方たちの配置、その他の関係で１年を要したとうことになります。  

そしてまた、今いただきました質問に対しましては、役場職員、そしてまた建設事業者、設計事業

者、そしてまたコンストラクションマネジメント株式会社の方たちが、一丸となって令和１０年４月

開校に向けて、この資材高騰があるという非常に困難な状況の中でも、切磋琢磨して、この開校日時

については、死守しようということで努力をしていただいているというふうにお聞きをしております。 

○的野信之議長 田中議員。 

○２番（田中 二三輝議員） 

まあ、現段階において、令和１０年４月の開校予定というのが死守されるというふうに理解をして

おきます。 

最後の質問といたしまして、新庁舎等建設事業、これは総事業費が当初は５３、２億、これから６

２、９億に増額。 

統合小学校の建設事業につきましては、現在事業が進行中ではございますが、当初６７、９億から

現在、増額補正等を認めた関係で８７、４億という形で推移をしております。 

先ほども言いましたけども、議会といたしましては、事業の進行、これを止めるということに対し

てかなり影響があるという判断の下、これらの増額補正を認めてまいりました。 

増額したこの事業費の要因、先ほど私も質問の中で国際情勢の変異等々も言いましたけども、町長

ご自身はどのようにこの増額を受け止めておられるのか、もう一度改めてお話を、お答えをいただき

たいというふうに思います。 
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○的野信之議長 町長。 

○岡崎邦博町長 

増額要因につきましては、先ほども答弁をさせていただきましたように、庁舎につきましては、議

員の皆様とともに、住民の方たちにとって利用頻度の高い庁舎をつくるということで協議をしてまい

りました。しかしながら、ウクライナ、ロシアの紛争、侵略紛争と言いますか、これによりまして、

想定外の資材高騰等がありまして、不落を経験いたしました。 

先ほども報道等の紹介をしましたように、当時、全国の自治体で、そういうような状況に陥ってい

たということでもあります。 

そういったことから、この庁舎等の建設につきましても、増額についてはやむを得ない状況であっ

たというふうに考えております。 

小学校建設等につきましても、同じような状況の中で資材の高騰、人員不足等がありまして、これ

もまた資材の高騰は想定外でもありました。やむを得ないものであるというふうに考えております。 

○的野信之議長 田中議員。 

○２番（田中 二三輝議員） 

いずれにしろ、町は今後の返済財源の確保、これを死守しなきゃいけない。そして新庁舎等建設事

業につきましては、事業の完結というふうに受け止めていますが、まず新庁舎等建設事業に関して完

結しているというふうに私は認識をしていますが、町長、この認識でよろしいですか。 

○的野信之議長 町長。 

○岡崎邦博町長 

庁舎等の事業につきましては、完結をしているというふうに考えております。 

○的野信之議長 田中議員。 

○２番（田中 二三輝議員） 

町長も私と同様、新庁舎等建設事業ということに関しては、完結しているというふうにお答えをい

ただきましたが、町のホームページ等の古い記事でありますけども、新庁舎等建設通信といったもの

が、インターネットに掲示されているというふうにありますけども、この中に「vol.3」に全体事業費

と財源といった見出しで、全体事業費の内訳といったものがうたわれております。この中にその他の

項目で１１億８千万円程度の予算が明示されております。この内訳を見ると、旧庁舎の解体という文

字が含まれています。旧庁舎は皆さんご存じのように依然としてあの地に立っております。この庁舎

の開庁以来、町長からは解体についてのご発言は一切ございませんので、解体工事についてどのよう

になっているのかということにつきましては、今後確認をしていきたいというふうに考えております

ので、もしよろしければ、この新庁舎建設通信「vol.3」といった記事をご確認いただいて、旧庁舎の

解体をどのように考えているのかということにつきましては、後日何らかの形で答えを問われるべき

じゃないかなというふうに思っております。 

いずれにしろ、町長ご自身が新庁舎等建設事業につきましては完結しているというふうに先ほど述

べられました。 

返済財源の総額、そして年間の返済額、今、この６３億近い事業費、これが全部払わなきゃいけな

いのかっていうふうにお考えの町民の方も当然おられます。そういった方々にしっかりと今後のこの
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庁舎の関係、庁舎だけではありません、周辺の博物館等々の整備等を含めた新庁舎等建設事業費のう

ちのどのくらいの額を町は返済しなきゃいけないのか、返済義務があるのか、その総額、それと年間

にどの程度の金額を返済しなくてはいけないのか、そしてその額の返済のめどといったものが最も関

心があることだというふうに受け止めておりますし、それに似た質問というか問い合わせというか、

そういったものをよく受けております。 

また、最近の国際情勢を鑑みますと、町長が先ほどおっしゃっていたように、統合小学校の建設費、

これについて、僕はまだ上がるのではないかなという懸念すら持っています。その時にこの事業を進

行させるのか止めるのか、そういった非常に重たい判断をしなきゃいけない時が来るのではないかな

というふうにも考えますし、現在話が進んでいるじん芥処理施設、次期ごみ処理施設整備事業、この

事業名が正しいかどうか分かりませんけども、これに関わる構成団体、当然鞍手町はその構成団体で

ある以上、負担金も生じる。そういった状況下の中にあって、町の財源を確保することは非常に重要

性を持つというふうに考えております。 

９月以降において、その席におられる方が行政運営ならびに財政運営に関し、その席におられる方

としっかりと意見を交わして議論をしていきたいというふうに思っております。その席に座っておら

れる方が、他者に自分の思いを押し付け、憶測で真実ではないことを風潮し、他人を陥れる卑劣な方

ではなく、人の意見を傾聴し、受け入れるべきは受け入れ、決断すべきは決断できる方であり、ご自

身の言動に責任を持てる方であることを期待しております。 

そして最後に、来る８月２５日に告示を迎える鞍手町長選挙に立候補を決意されている方々の勇気

に敬意を表し、各陣営の健闘を祈り、一般質問を終わります。 

○的野信之議長  

以上で田中二三輝議員の質問を終了します。これで全ての一般質問は終わりました。 

この際、休会についてお諮りします。明日９日を休会にしたいと思います。これにご異議ありませ

んか． 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

ご異議なしと認めます。よって明日９日を休会とすることに決定しました。以上で本日の日程は全

部終了しました。本日はこれで散会します。 

 

―― 閉会 １４時５３分 ―― 

～～～～～～～～○～～～～～～～～ 
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令和８年６月１０日  ６月定例会議案質疑。  

 

 

～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

―― 開議 １０時００分 ―― 

 

○的野信之議長  

これから本日の会議を開きます。これより日程に入ります。日程はお手元に送信している通りです。

日程第1 議案第３７号 鞍手町長等職員、議長及び議員のハラスメント防止等に関する条例を議題

とします。質疑ありませんか。宇田川議員。 

○４番（宇田川亮議員） 

今回の条例が提案されておりますけれども、去る３月定例会におきまして、この議会において決議

第１号として、町職員に対するハラスメント調査の実施及びハラスメント防止条例早期制定を求める

決議というのが、議員全員の賛成によって採択されたわけです。 

今回、このハラスメント防止等に関する条例について、提案された理由について、このことを踏ま

えての提案なのか、町長の考えを教えてください。 

○的野信之議長 町長。 

○岡崎邦博町長 

去る３月議会において、議員の皆様から決議をいただきました。 

その決議も含めまして、と同時に、現在、このハラスメントにつきましては、様々なところで問題

になっていることもあります。そういった昨今の状況も考えながら、ハラスメント防止条例に関する

条例につきまして、制定をしたところです。 

○的野信之議長 宇田川議員。 

○４番（宇田川亮議員） 

この決議を出した、出た理由については町長もご存知の通りですけれども、町長が当時、組合長を

されてあったじん芥組合でのハラスメントの調査第三者委員会で、そこで組合長のハラスメントが発

覚したというか、認定されたということで、この鞍手町においてもそういった同じような事案がある

のではないだろうかということでの調査を求めているわけですけれども、これについては本当だった

ら調査をして、それに見合った条例を提出するべきだと私は考えますけれども、その調査自体はされ

たのか、またその準備はされているのか、する気持ちはないのか、教えていただきたいと思います。 

○的野信之議長 町長。 

○岡崎邦博町長 

基本的に全職員に対する調査と、この条例を提案したとは基本的には関係ないというふうに考えて

おります。 

○的野信之議長 宇田川議員。 

○４番（宇田川亮議員） 

ということは、町長はこの議会が全会一致で決議したこの内容については、ただ、第三者的な、現

在ハラスメントについてどこも条例制定しているからということと、議会でも同じような決議があっ

たということをただ理由にしただけということで、全然この中身については重く受け止めていないと

いうことにしか私は捉えられないのですけども、調査自体はする気ないのですか、町長。そこだけ教

えてください。 

○的野信之議長 町長。 

○岡崎邦博町長 

今のところ検討中です。 

○的野信之議長 他に質疑はありませんか。田中議員。 

○２番（田中二三輝議員） 

同じような質問になりますけども、まずそのアンケートの実態調査といったことの結論を６月議会

で求めておりました、決議の内容。そのことについて、今、町長のお考えが示されました。そういっ

たお考えを持っておられるのであれば、なぜ６月議会冒頭等においても、そういう決議に対するご対
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応等についての説明をしなかったのか、それを教えてください。 

○的野信之議長 町長。 

○岡崎邦博町長 

検討中でございます。 

○的野信之議長 田中議員。 

○２番（田中二三輝議員） 

検討中ということであれば、そういったことをまず６月定例会冒頭に報告すべきではなかったのか

なというふうにも思いますし、非常に議会を軽視しているというふうに受け止められても致し方ない

かなというふうにも思うようなご対応というのはいかがかなと考えますけども、いずれにしろ、本条

例案は、これ理念条例である以上、まず本条例を制定する趣旨といったものをまず前文で謳って、第

１条にその趣旨にのっとった目的を掲げ、条文構成をしていくというのが最もわかりやすい条例の制

定の方法ではないかなというふうにも思いますが、この条例案を見てみますと、前文が掲げられてい

ませんので、この条例に関しては、先ほどの質問者もありましたけども、本町が構成団体となってい

るじん芥処理施設組合において、本町の町長の言動がパワーハラスメントと認定されたことを受けて、

本町の特別職らのハラスメント防止の認識を強化するとともに、本町職員がハラスメントの被害者と

ならないために本条例を制定するといった趣旨をまず前文で謳い上げるべきだというふうに思いま

すが、いかがですか。 

○的野信之議長 町長。 

○岡崎邦博町長 

きちんと目的を設定した上で、この条例は策定をされておりますので、前文については必要ないと

いうふうに考えております。 

○的野信之議長 

他に質疑はありませんか。これで質疑を終わります。ただ今議題となっています議案第３７号は総

務文教委員会に付託したいと思います。ご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

ご異議なしと認めます。よって、議案第３７号は総務文教委員会に付託することに決定しました。

次に、日程第２ 議案第３８号 令和８年度鞍手町一般会計補正予算第１号を議題とします。 

まず歳出より質疑をお受けします。 

補正予算に関する説明書の１２ページをお開きください。２項 総務費及び１０項 教育費につい

て、１２ページから１７ページまで質疑ありませんか。宇田川議員。 

○４番（宇田川亮議員） 

１３ページの、コミュニティ助成事業費の減額ですが、この中身についてもう一度説明をお願いし

ます。 

○的野信之議長 まちづくり課長。 

○小長光弘平まちづくり課長 

コミュニティ助成事業は、一般財団法人自治総合センターが宝くじの収益金を財源に実施している

事業でございます。 

令和８年度分としまして、立林区が実施する備品などの購入事業として申請しておりましたが、事

業不採択の通知が本年３月２７日付であったことから、全額を減額させていただくものでございます。 

○的野信之議長 他に質疑はありませんか。石井議員。 

○８番（石井大輔議員） 

１４ページ、１５ページの６項１項４目 畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業費で２億１，

２６９万円とありますが、こちらの対象の農家さんは何軒あるのかお尋ねいたします。 

○的野信之議長 産業振興課長。 

○大村俊夫産業振興課長 

この事業の事業実施主体は、鞍手町畜産クラスター協議会という協議会が事業実施主体となってお
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り、その取り組み主体としましては、町内の採卵を行っている畜産農家が取り組みの主体となってお

ります。 

○的野信之議長 石井議員。 

○８番（石井大輔議員） 

こちらの方で見ますと、一応全額が補助金という形ではあがっていますが、その事業者と負担割合

っていうのはどれぐらいなのでしょうか。例えば２分の１とかですね。何かそういうふうな決まりの

中での補助金なのでしょうか。 

○的野信之議長 産業振興課長。 

○大村俊夫産業振興課長 

補助事業は２分の１以内が補助となっております。 

○的野信之議長 石井議員。 

○８番（石井大輔議員） 

そしたら、こちらを行うことによって、本町またはその事業の内容にとって、どのような効果が見

込まれるのかお尋ねいたします。 

○的野信之議長 産業振興課長。 

○大村俊夫産業振興課長 

この事業により、畜産の収益性、持続性、社会的価値を高めるためにこの事業が設けられており、

今回の事業におきましては、畜産酪農農家の持続性、温室効果ガスの低減というのが効果となってお

ります。 

○的野信之議長 他に質疑はありませんか。篠原議員。 

○１３番（篠原哲哉議員） 

同じ事業なのですが、提案説明において、県の補助事業について採択される見込みがありますとい

うことでしたけど、これは国の事業ではないのですかね。ちょっと揚げ足を取るようですが、確認を

よろしくお願いいたします。 

○的野信之議長 産業振興課長。 

○大村俊夫産業振興課長 

この事業につきましては、国の令和７年度補正予算において成立された事業であり、県を通して町

の方に下りてくる事業ということで提案説明をさせていただきました。 

○的野信之議長 篠原議員。 

○１３番（篠原哲哉議員） 

県の補助事業と書いてあるのですよね、提案説明では。国の補助事業ですよね、間違いなく。事業

は県がすると思うのですよ。補助金を出すのは国、農林水産省が出していると思うのですよ。そこら

辺の確認をお願いいたします。 

○的野信之議長 産業振興課長。 

○大村俊夫産業振興課長 

この補助事業につきましては、議員おっしゃるとおり、農林水産省の補助金でございます。それを

県が間接的に補助を、まず国が県に補助をして、町を経由して事業実施主体の方に補助をするという

流れになっておりまして、予算上、県の補助金として歳入を上げている関係から、提案説明では県の

補助事業というふうにさせていただきました。 

○的野信之議長 他に質疑はありませんか。西藤議員。 

○１２番（西藤典子議員） 

３款のところですけれども、障害者在宅支援事業費と書いてありまして、在宅人工呼吸器使用者非

常用電源導入助成事業給付費と書いてあります。これは今回新しくできたことなのでしょうか。それ

と、対象者がどのくらいいらっしゃるのかお尋ねいたします。 

○的野信之議長 福祉人権課長。 

○田鶴 竜二福祉課長 

本補助金は今回初めて制定させていただいております。 

在宅で人工呼吸器を使用されている方の把握につきましては、主な関係機関に問い合わせを行って

おりますが、現時点では十分に把握できていない状況です。 
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今後さらに医療機関や関係機関と協力し、対象となる可能性のある方の把握を広く努めていきたい

と思っています。 

○的野信之議長 他に質疑はありませんか。石井議員。 

○８番（石井大輔議員） 

１６ページ、１７ページの１０款３項２目、こちらの教育振興費の部分なのですが、５２万８千円

上がっております。こちら内容としては福岡学力アップ推進事業費だと思うのですが、こちらの対象

の学年、中学校になっているのですが、小学校はないのか、中学校であれば何年生が対象なのか、あ

とどのような内容なのかお尋ねいたします。 

○的野信之議長 教育課長。 

○森永健一教育課長 

これは中学校指定ということで、学年の指定はございません。 

中身については講師料と消耗品ということで挙げておりますので、中学校全体で学力アップをして

いく取り組みとなります。 

○的野信之議長 石井議員。 

○８番（石井大輔議員） 

提案説明の方で採択されたということですので、県内の全校が一斉に行うものではないのかなと思

うのですが、この中で、県の支出金が２６万３千円と一般財源が２６万５千円となっていますが、こ

ちらも大体、県内の小学校、中学校等では日常的に募集というか、採択を狙って出されているものな

のでしょうか。 

○的野信之議長 教育課長。 

○森永健一教育課長 

これは募集というか、こちらから手を挙げるのではなく、県からの指定ということになりますので、

こちらからの分というのは上がっておりません。 

○的野信之議長 石井議員。 

○８番（石井大輔議員） 

県からの指定なのに採択される、されないといけないということは、やはり内容、見積もり等を出

して、それで採択されたのかなと思うのですが、こちらは学校教育の質を高めるという重要な内容だ

と思うのですが、この事業を行うことで、本町が見込んでいる効果、またその学習支援にどのように

つなげていくのか、お尋ねいたします。 

○的野信之議長 教育長。 

○外園哲也教育長 

この主だった事業につきましては、学校で計画した中で、時間講師を２名ほど雇いまして、そして

その教科を重点的にやっていくというふうなことを、２つに分けて少人数授業をやっていったりして、

きめ細かな指導をしていくというふうなことになっております。 

しかし、残念ながら今のところ講師不足で講師はついてないというふうな状況でございます。 

○的野信之議長 他に質疑はありませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

これで質疑を終わります。これで歳出を終わります。 

次に歳入に入ります。８ページをお開きください。歳入は一括して質疑をお受けします。８ページ

から１１ページについて質疑はありませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。それでは、歳入歳出全般について質疑はありませ

んか。篠原議員。 

○１３番（篠原哲哉議員） 
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当初予算で、社会福祉協議会の補助金が３，０００万ほどついております。 

今回、４月１日付で、職員は役場から出向した２名の職員だけでございます。当初予算の内容を確

認しますと、２，５００万ほどの人件費が含まれております。会長を含めてですが、今回その３名職

員が辞めているのに、なぜ補助金を減額しなかったのか。町長お願いいたします。 

○的野信之議長 町長。 

○岡崎邦博町長 

今後、新たな職員を雇用する、雇用というか採用する可能性がありますので、減額はしておりませ

ん。 

○的野信之議長 篠原議員。 

○１３番（篠原哲哉議員） 

ホームページを見ますと、その採用試験の募集要項なんかは載ってないように確認をしたのですが

４月から、もう６月になっております。その分も減額すべきではないでしょうか、私、常々言ってい

ますよね、補正予算は足らなかったら上げる、いらなかったら下げる、町おこし協力隊の時も言いま

したよね、５年度の決算で９億円ほどの財源が余っておりました。この時も補正予算を対応して減額

すべきじゃなかったかということを言っておりました。町長はその点に関しましてどう思われますか。 

○的野信之議長 町長。 

○岡崎邦博町長 

適時必要な時に補正を組んで減額または増額をさせていただきます。 

○的野信之議長 篠原議員。 

○１３番（篠原哲哉議員） 

その回答ばっかりなのですよね、私いつも言っているのですよ。いらなかったら落としてください

と。その財源を他の事業に充てるべきじゃないかということを私は常々言っていました。そのことを

何も反省も、何もしないで適宜補正いたしますとかいう回答じゃつまりません。もう一度お願いしま

す。 

○的野信之議長 町長。 

○岡崎邦博町長 

これにつきましては、適宜対応していくというのが補正の基本的な考え方であるというふうに考え

ておりますので、そのようにしていきたいというふうに思います。 

○的野信之議長 他に質疑はありませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

これで質疑を終わります。ただ 今議題となっています議案第３８号は総務文教委員会に付託した

いと思います。ご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

ご異議なしと認めます。よって、議案第３８号は総務文教委員会に付託することに決定しました。

次に、日程第３ 議案第３９号 財産の取得を議題とします。質疑はありませんか。宇田川議員。 

○４番（宇田川亮議員） 

消防ポンプ車、必要なものだというふうには認識しております。ただ、これは契約が成立した後に

一から組み立てると、ポンプ車においては今までずっとそういうことでした。 

メンテナンスとか修理とかいう時に、特殊な部品がたくさんあると思うのですけれども、その町内

の自動車の修理工とか整備工場とかいうところで、そういったものができるのか。これまでどうして

きたのか、今後どうするのかについて、この契約する前にちょっとお尋ねしておきたいと思います。 

○的野信之議長 まちづくり課長。 

○小長光弘平課長 

車両の点検につきましてお答えさせていただきますが、例年、消防団の夏季訓練の時に、専門業者
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の方に来ていただきまして、ポンプの点検を実施しているのが実情でございます。 

近年の修繕の状況としましては、７年度は４件、金額にして約１６万円、６年度は５件で約１７万

円、令和５年度は７件の約３０万円を支出しております。 

修繕の主な内容としましては、バッテリーの交換、それと先ほど説明しましたポンプ点検で分かっ

たような内容で、ポンプの関係でフィルターの交換、弁の交換などを行っております。 

○的野信之議長 他に質疑はありませんか。石井議員。 

○８番（石井大輔議員） 

今ですね、なかなか納車が遅れたりとか、そういうことが普通の一般車両では起こっているのです

が、こちらの消防ポンプ車の納車予定はいつ頃になっているのでしょうか。 

○的野信之議長 まちづくり課長。 

○小長光弘平課長 

納期につきましては、契約上は、令和９年３月１５日ということにさせていただいておりますが、

納期の設定に当たりましては、ベースとなる車両の調達、艤装等の時間に要する作業など、最大限考

慮して３月ということにしております。 

実際、契約の相手方より聞き取った内容としましては、最短で１１月上旬ぐらいには納車できるの

ではないかというところで報告を受けております。いずれにしましても、進捗についてはしっかり管

理をしていきたいと考えております。 

○的野信之議長 

他に質疑はありませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

これで質疑を終わります。ただ今議題となっています議案第３９号は総務文教委員会に付託したい

と思います。ご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

ご異議なしと認めます。よって、議案第３９号は総務文教委員会に付託することに決定しました。

次に、日程第４ 議案第４０号 鞍手町くらじふれあいアリーナ大規模改修事業設計施工請負契約 

の締結を議題とします。質疑はありませんか。宇田川議員。 

○４番（宇田川亮議員） 

今回、くらじふれあいアリーナ大規模改修事業として、請負契約の締結ということなのですけれど

も、中身としてはプロポーザル方式で決定したということですが、この大規模改修の主な内容につい

て教えていただきたいと思います。 

○的野信之議長 管財課長。 

○小野泰三管財課長 

本事業については、まず大きな内容としましては、設計業務、施工業務、それから施工業務に関す

る工事管理業務ということになります。施工に関しましては、アリーナの屋内運動場のまず床の改修

工事、空調設備の更新、それから電気設備の更新ということになります。 

○的野信之議長 宇田川議員。 

○４番（宇田川亮議員） 

これ、プロポーザルにする必要があったのでしょうか。これ見ますと、そのプロポーザル実施要項

云々ということになっていますけれども、どういう中身でこの点数まで掲げられていますけども、公

募型プロポーザル方式という選考方法にした理由について教えてください。 

○的野信之議長 教育課長。 

○森永健一教育課長 

今回、プロポーザルということで、設計施工を一括の発注方式にした理由については、この事業が

単年度事業であり、補助金を活用した事業となります。設計施工分で全部分けてしまうと、スケジュ
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ール的に実際のところ間に合わない。まず設計の段階で入札、それから契約、その後設計完了後に今

度は施工分の入札、これが５千万以上の事業になりますので、議会の承認、その後に施工という形に

なると、単年度で終わるということが難しい事業になってくるということになります。 

また、入札の不落や不調となるリスクというのも考えられますので、年内に施工することが、一番

の目的ということになりますので、設計施工を一括で発注とさせていただいております。 

○的野信之議長 宇田川議員。 

○４番（宇田川亮議員） 

設計施工を一括するためと言われましたけれども、それプロポーザルじゃなくても他のやり方ない

のですかね。プロポーザルって一般的に言ったら、あのうちはこういう改修がいいと思いますとか、

それぞれが改修の仕方とか、ここの角はこうした方がいいとか、なんかいろいろあると思うのですよ

ね。そこで一番いいところを選んでやるっていうのがプロポーザルだと私は思っているのですけれど

も、その設計施工を一緒にやるということだけで言えば、プロポーザルじゃなくて他にやり方があっ

たのではないだろうかと思いますけども、その点についてはどうですか。 

○的野信之議長 管財課長。 

○小野泰三管財課長 

今回は、先ほど教育課長の答弁でもありましたけども、まず単年度に終わらせなくてはいけない事

業っていうこともありますし、設計自体がまだ行われてない状態ですので、仕様が決まっておらず、

詳細な工事費も出てないということになります。 

今回は、設計から携わっていただいて、仕様もそちらの方でご提案をしていただきながら、詳細な

工事費も算出していただいて、施工まで行っていただくということでプロポーザル方式での公募をか

けておりました。 

○的野信之議長 他に質疑はありませんか。石井議員。 

○８番（石井大輔議員） 

今からその契約という形になるのでしょうが、こちら予定の工事期間をお尋ねいたします。 

○的野信之議長 教育課長。 

○森永健一教育課長 

スケジュールにつきましては、詳しい内容っていうのは、今回の議決がいただけましたら、契約成

立後６月１６日から終了が令和９年３月３１日までの工期となります。 

現段階で想定されるのが、６月の下旬から８月までで実施設計、９月で準備、資材の発注を行い、

１０月から２月まで電気工事、機械工事、１１月から２月末までが建設工事、３月が検査っていう形

でスケジュールを組んでおります。 

○的野信之議長 石井議員。 

○８番（石井大輔議員） 

今の課長の答弁を聞きますと、結構ギリギリ、年度内ギリギリになる可能性があるのだなと思うの

ですが、そのアリーナは、工事中は全館閉館の予定なのか、それとも部分的に閉館の予定なのか、お

尋ねいたします。 

○的野信之議長 教育課長。 

○森永健一教育課長 

アリーナについては現在も利用者さんがいらっしゃいますので、極力使えるようにということを条

件に、今回のプロポーザルの方に申し込みをいただいております。なので、スケジュール的にまだ契

約の方が終わっていませんのではっきりとは出ませんが、極力、アリーナ部分についてもトレーニン

グルームとか他の部分は常時使える、アリーナ部分については、極力工事期間を短くという形で業者

さんの方にもお願いして、今後スケジュールを組んでいきたいと思います。 

○的野信之議長  他に質疑はありませんか。許斐潤一郎議員。 

○９番（許斐潤一郎議員） 

他の議員さんの方から質問がございましたけども、今アリーナを使用されております、町の運動教

室も行われていますし、バスケット、卓球、卓球も車椅子を使用されている卓球のサークルもありま

すし、バドミントン、１０数団体の活用がされていますけど、その間、工事期間中におきまして、代

替の場所とか、そういうのは一応検討されているのでしょうか、お聞きしたいと思います。 
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○的野信之議長 教育課長。 

○森永健一教育課長 

町で行われている事業に関しましては、担当課より相談の方があっておりますので、中央公民館の

体育館や第一研修室等を使って、そこの分をやっていくというふうな形にはしております。 

あと、一般の方につきましては、まだ工事の始まる期間っていうのが分かっておりませんので、そ

れがはっきり次第、早めにお知らせをして、中央公民館の体育館、こちらの方を使っていただいたり

ということで考えております。 

○的野信之議長  他に質疑はありませんか。石井議員。 

○８番（石井大輔議員） 

最後に１点だけなのですが、先ほど３月ということだったのですが、もし、今、資材高騰、資材等

が入ってこないという中で、それが来年度に持ち越した場合、今、予定されている補助金というのは

問題ないのでしょうか。 

○的野信之議長 教育課長。 

○森永健一教育課長 

この補助金は単年度事業ということで、実際工事が終わった時が対象の年になりますので、基本的

に持ち越しというのは考えておりませんし、それが間に合うようにという形で業者さんと打ち合わせ

をしながら進めていきたいと思います。 

○的野信之議長 他に質疑はありませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

これで質疑を終わります。ただいま議題となっています。議案第４０号は総務文教委員会に付託し

たいと思います。ご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

ご異議なしと認めます。よって、議案第４０号は総務文教委員会に付託することに決定しました。

次に、日程第５ 議案第４１号を議題とします。提案理由の説明を求めます。町長。 

○岡崎邦博町長 

日程第５ 議案第４１号につきまして、提案説明を申し上げます。 

日程第５ 議案第４１号は、鞍手町印鑑条例の一部を改正する条例であります。 

本議案は、入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律の施行に伴い、在留カード及び特別永

住者証明書に個人番号カードの機能を付加した特定在留カード及び特定特別永住者証明書によるコ

ンビニでの印鑑登録証明書の交付を可能にするため、所要の改正を行うものであります。 

以上が日程第５ 議案第４１号の提案説明であります。ご審議の上、ご協賛のほどよろしくお願い

いたします。 

○的野信之議長 

日程第５ 議案第４１号 鞍手町印鑑条例の一部を改正する条例を議題とします。質疑ありません

か。 

 

（「なし」の声あり） 

 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。ただいま議題となっています。議案第４１号は総

務文教委員会に付託したいと思います。ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 

ご異議なしと認めます。よって、議案第４１号は総務文教委員会に付託することに決定しました。
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この際、休会についてお諮りします。明日１１日から１５日までの５日間は、委員会審査のため休 

会にしたいと思います。ご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

ご異議なしと認めます。よって、明日１１日から１５日までの５日間は委員会審査のため休会とし 

ます。以上で本日の日程は全部終了しました。本日はこれをもって散会します。 

 

 

―― 閉会 １０時３６分 ―― 

～～～～～～～～○～～～～～～～～ 
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令和８年 第５回 鞍手町議会定例会議事日程 

 

６月１６日 午前１０時開議 

第４号 

日程第１ 議案第37号 鞍手町長等、職員、議長及び議員のハラスメント防止等に関する条例 

における委員会の閉会中の継続審査の件 

日程第２ 議案第38号 令和８年度鞍手町一般会計補正予算（第１号）  （総務文教委員長報告） 

日程第３ 議案第39号 財産の取得                                   （総務文教委員長報告） 

日程第４ 議案第40号 鞍手町くらじふれあいアリーナ大規模改修事業設計・施工請負契約の 

締結                                         （総務文教委員長報告） 

日程第５ 議案第41号 鞍手町印鑑条例の一部を改正する条例           （総務文教委員長報告） 

日程第６ 意見書第1号 建設アスベスト被害者の救済とアスベスト対策の拡充を求める意見書 

日程第７ 閉会中の継続事件 
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令和８年６月１６日  ６月定例会閉会。  

 

～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

―― 開議 １０時００分 ―― 

 

○的野信之議長   

これから本日の会議を開きます。 

れより日程に入ります。日程はお手元に送信しているとおりです。 

日程第１ 議案第３７号 鞍手町長等、職員、議長及び議員のハラスメント防止等に関する条例に

おける委員会の閉会中の継続審査の件を議題とします。 

新谷総務文教委員長から、目下、委員会において審査中の議案第３７号について、会議規則第７４

条の規定によって、送信しています申出書のとおり、閉会中の継続審査の申し出があります。 

お諮りします。総務文教委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることにご異議あり

ませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

異議なしと認めます。したがって、委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることに

決定しました。次に進みます。 

日程第２ 議案第３８号から日程第５ 議案第４１号までの４件を一括して議題とします。 

本案は総務文教委員会に付託していましたので総務文教委員長の審査報告を求めます。新谷総務文

教委員長。 

○新谷留晴総務文教委員長 

総務文教委員会の議案審査報告をいたします。 

只今議題となりました、議案第３８号から議案第４１号まで、４件について、６月１２日に当委員

会におきまして、審査を行いましたので、その審査の経過と結果について報告をいたします。 

議案第３８号 令和８年度一般会計補正予算（第１号）については、いずれも必要な予算措置であ

ると認められることから、本議案について、原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

次に、議案第３９号 財産の取得については、主な質疑として２点あり、消防団車両の更新期間に

ついての質問に対し、概ね１５年程度との答弁があました。また、車両の艤装以外の部分について、

特殊な部品が使用されていないのかとの質問に対しては、車両本体に特殊な部品は使用されていない

との答弁がありました。本案について採決の結果、原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

次に、議案第４０号「鞍手町くらじふれあいアリーナ大規模改修事業設計・施工請負契約の締結」

については、主な質疑として、プロポーザル方式をとっているが、参加基準はどうなっているのかと

の質問に対し、官公庁の業務を取得した経験があること、同規模の工事の元請けの経験があることな

どの答弁がありました。また、選考メンバーについての質問に対しては、教育長、教育課長、総務課

長不在のため現副町長、まちづくり課長、管財課長および建築に関する専門的な知識経験を有する者
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の６名で評価を行ったとの答弁がありました。 

また、参加業者が１件だが、競争の原理が働いているのかとの質問に対して、参加業者は資格審査

を満たしており、かつ、評価点が満点の６割を満たしているため受注候補者として選考したとの答弁

がありました。本案について採決の結果、原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

次に、議案第４１号 鞍手町印鑑条例の一部を改正する条例については、主な質疑として、コンビ

ニで印鑑登録証明書の交付が可能になるとの事だが、システムの改修は必要になるのかとの質問に対

し、システムの改修は必要なく、予算の支出は発生しないとの答弁がありました。本案について採決

の結果、原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

以上報告を終わります。 

○的野信之議長  

これから委員長報告に対する質疑を行います。議案第３８号について質疑はありませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。次に、議案第３９号について質疑はありませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。次に、議案第４０号について質疑はありませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。次に、議案第４１号について質疑はありませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これから討論を行います。議案第３８号について

討論はありませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。次に、議案第３９号について討論はありませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。次に、議案第４０号について討論はありませんか。 
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（「なし」の声あり） 

 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。次に、議案第４１号について討論はありませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。これから採決を行います。 

議案第３８号 令和８年度鞍手町一般会計補正予算（第１号）を採決します。本案に対する委員長

の報告は可決であります。本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 

 

（「挙手」多数あり） 

 

挙手多数です。よって議案第３８号は、委員長報告のとおり、可決されました。 

次に、議案第３９号 財産の取得を採決します。本案に対する委員長の報告は可決であります。 

本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は、挙手をお願いします。 

 

（「挙手」多数あり） 

 

挙手多数です。よって議案第３９号は、委員長報告のとおり、可決されました。 

次に、議案第４０号 鞍手町くらじふれあいアリーナ大規模改修事業設計・施工請負契約の締結を

採決します。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告のとおり決定すること

に賛成の方は挙手をお願いします。 

 

（「挙手」多数あり） 

 

挙手多数です。よって議案第４０号は、委員長報告のとおり、可決されました。 

次に、議案第４１号 鞍手町印鑑条例の一部を改正する条例を採決します。本案に対する委員長の

報告は可決であります。本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 

 

（「挙手」多数あり） 

 

挙手多数です。よって議案第４１号は、委員長報告のとおり、可決されました。 

日程第６ 意見書第１号を議題とします。提出者を代表して、６番議員 新谷留晴議員に趣旨説明

をお願いします。６番議員新谷留晴議員。 

○６番（新谷留晴議員） 

 意見書第１号を提案いたします。 

 「建設アスベスト被害者の救済とアスベスト対策の拡充を求める意見書」 別紙 意見書案を提出



4 

 

する。 令和８年６月１６日提出 提出者 鞍手町議会議員 新谷留晴 同じく 篠原哲哉  

提案理由 地方自治法第９９条並びに鞍手町議会会議規則第１３条第１項及び第２項の規定により

提案する。 

〇的野信之議長 

お諮りします。意見書第１号は、質疑･討論を省略して、直ちに採決に入りたいと思います。 

これに、ご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

ご異議なしと認めます。よって意見書第１号は、質疑･討論を省略します。 

これから採決を行います。意見書第１号 建設アスベスト被害者の救済とアスベスト対策の拡充を求

める意見書を採決します。本案を原案のとおり可決することに賛成の方は挙手をお願いします。 

 

（「挙手」多数あり） 

 

挙手多数です。よって意見書第１号は、原案のとおり可決されました。次に進みます。 

日程第７ 閉会中の継続事件を議題とします。各委員長から目下審査する事件について、会議規則第

７４条の規定に基づき、お手元に送信しているとおり、閉会中の継続審査の申し出があっております。

お諮りします。各委員長の申し出のとおり継続審査することにご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

ご異議なしと認めます。よって各委員長から申し出のとおり継続審査することに決定しました。 

これをもって本日の日程は全部終了しました。 

これをもって令和８年第５回定例会を閉会します。 

 

 

―― 閉会 １０時１２分 ―― 

～～～～～～～～○～～～～～～～～ 

 

 

 

 地方自治法第１２３条の第２項の規定により、ここに署名する。 

 

 

    議長       的 野 信 之       
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    議員       石 井 大 輔       

 

 

    議員       許 斐  潤一郎       



令和８年６月１６日 

 

 

鞍手町議会 

議 長   的 野 信 之 

 

閉会中の継続事件について 

 

 下記事件について、各委員長から鞍手町議会会議規則第７４条の規定に基づき、閉

会中の継続審査及び調査の申し出があったので、これを閉会中の継続事件とすること

につき議会の議決を求める。 

 

委 員 会 名 調   査   事   項 

総務文教委員会 
財政、人事、給与、消防、都市計画、教育、上下水道及び民生産業

委員会に属さない事項の所管事務調査 

民生産業委員会 
厚生、福祉、保健衛生、国民健康保険、産業、労働、土木、建設、

地方独立行政法人に関する事項の所管事務調査 

議会運営委員会 

本会議の会期日程等議会運営に関する事項、議会の会議規則、委員

会に関する条例等に関する事項、全員協議会の開催に関する事項及

び議長の諮問に関する事項 

議会広報編集調査 

特別委員会 

議会広報編集及び調査 

 


